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柿木地域振興室長 ……… 山根 徳政君   出納室長 ………………… 中林知代枝君 

────────────────────────────── 

午前８時56分開議 

○議長（安永 友行君）  それでは、ただいまの出席議員数は１２人です。定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

 日程に入る前にお諮りをします。 

 ３月１５日の一般質問において、６番、松蔭議員から一部不適切な発言があったので取り消し

たいという申出がありました。 

 ここでお諮りをします。これを許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  異議なしと認め、したがって、松蔭議員の発言の一部は会議録及びＣＡ

ＴＶから削除することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３３号 

○議長（安永 友行君）  日程第１、議案第３３号令和４年度吉賀町一般会計予算を議題とします。 

 本案については、質疑は保留してありますので、これより質疑を行います。 

 なお、量が多いので区切って質疑をいたしますのでよろしくお願いします。 

 歳出の議会費及び総務費を１、番号で言いますけど、２として民生費及び衛生費、ページ

５２から７２、それから労働費及び農林水産業費、ページ７２から８５、それから商工費及び土

木費、ページ８５から９４、消防費及び教育費、９４から１１９、最後に公債費及び予備費及び

歳入を一緒にします。ページ１１９から１２０、それから歳入の１０から３０、その６つに分け

て行いますのでよろしくお願いします。 

 なお、最後に……（「もう一回ゆっくり言ってください」「何ページから何ページ」と呼ぶ者

あり） 

 それでは、歳出の議会費及び総務費は３１ページから５２ページ、２番目が民生費及び衛生費、

ページ５２から７２、それから３番目として労働費及び農林水産業費、ページ７２から８５、そ

れから商工費及び土木費、ページ８５から９４、消防費及び教育費で９４から１１９、それから

公債費及び予備費及び歳入を一緒にします、ページ１１９から１２０と、歳入は前に返ってペー

ジ１０から３０です。 

 それでは、歳出の議会費及び総務費についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。９番、藤升議員。 
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○議員（９番 藤升 正夫君）  予算書の３６ページ、資料の５３ページで公金取扱手数料と、そ

れから指定金融機関からの派出業務負担金というのが上がっております。必要となった理由等に

ついて説明願います。 

○議長（安永 友行君）  中林出納室長。 

○出納室長（中林知代枝君）  おはようございます。ただいまの御質問にお答えさせていただきま

す。 

 派出業務負担金につきましては、現在、指定金融機関が島根県農協さんでございます。そちら

のほうから２年前に要望書が提出されております。その中には派出の人件費の負担金ということ

で要望が上がっておりました。その中で両方で協議した結果、今年度１００万円の負担金を人件

費分としてこちらのほうから負担するということで予算計上させていただいております。 

 なお、県内の状況でございますが、派出員が設置されている県内では島根県農協のみでござい

まして、邑南町、それから吉賀町、この２か所でございます。邑南町さんも昨年度から派出の業

務の負担金を負担しているということもございまして、本年度、予算計上させていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桑原議員。 

○議員（４番 桑原 三平君）  総務費の全体の人件費についてですが、人件費の中でその人数に

ついて、これ議長いいですか。給与費明細書の件なんですが、１２１ページは一緒でいいですか。 

○議長（安永 友行君）  関連です。流れでいいです。 

○議員（４番 桑原 三平君）  本年度、一般職の総活で９６人の人数で、訂正があって前年度

９３で、３名の増加ということになっておりますが、それで実際新しい職員が何名で退職者は何

名ということと、括弧書きの大幅に増加しているわけですね、会計年度任用職員が。もう少し詳

細が分かれば、おおよその詳細が分かれば知らせてください。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  予算書１２１ページにあります給与費明細書、このうち下段の一般

職のところであります。まず、この総括表の職員数比較欄のここは３と数字が入るわけですけど

も、ここはこの数字であります。退職者につきましては４名であります。それから、新たな採用

ということで７名。足し引きいたしまして３名という数字ということで見ていただければと思い

ます。 

 それから、括弧書きのところでございます。括弧書きについてはこれは短時間勤務職員という

形で内容が含まれてくるというところで見ていただければと思いますけれども、これの増加要因

であります。これについては増加もあれば減少もあるというところで両方説明を申し上げておき
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たいと思います。 

 それで大きく増加する部分というところでいきますと選挙関連でこれで雇用する部分がありま

すのでそうしたところ、それから今度は人数的には少ないんですが、予算上、よしか暮らし相談

員の１名増、それから鳥獣専門員の１名増、こうしたものは増加要因となってまいります。それ

から、減少要因ですけれども、これは教育委員会が所管する部分ですが、非常勤講師が１名減、

それから特別支援員、これが１名の減、こうした増加があったり減少があったりという中での比

較数字の計上というところで見ていただければと思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  ３７ページの００４の公用車維持管理費なんですが、これは多分

全車両がリースだと思うんですが、以前、何年か前に契約先が山口県ということでなぜ島根県の

業者を使わないかということで確か質問があったと思うんですが、県は問わず一番安かったとい

うことで山口県ということだったんですが、現在もこのリース会社は山口県の業者と契約なんで

しょうか、そこをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  大変申し訳ありません、山口県の、ご質問の、ちょっとそこは私は

把握しておりませんで、ちょっと回答が正しく回答できるかどうかなんですけど、今、公用車の

管理につきましてはリース、それから購入、この２つのケースがございます。うちリースについ

ては基本的には町内業者さんでリース業をやられているところに発注というかそうしたことを依

頼をかけますが、その最終的に町内業者さんが窓口というか中継ぎのような形で最終的な大本の

契約の相手方としては県外のところの会社さんと契約自体は締結するというのが、幾らかそうい

うケースがあるというふうに思っています。基本的にはそのリースをする、そうしたときには町

内でそのようなことを取り扱っているところに発注をかけるというのが基本的な考え方で今行っ

ているというふうに認識しております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  仕組みはよく分かったんですが、今契約しているところは実際に

は山口県、どこなんでしょうか、もし具体的に分かれば。町内の業者を通しているということは

分かるんですが、実際のリース会社は県内なのか県外なのか。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  公用車の維持管理、それから購入、リース、この手続きに関しまし

ては各所管で行っているという状況がございます。そうした関係で総務で一括して情報を集約し
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ておりませんので、今そうしたすぐに回答はできないというところがあります。 

 それから、リース会社について必ず山口県かとか、必ず広島県かとか、そういうことではあり

ません。あくまでも先ほど申し上げたとおり、町内でリースをやられている業者さんにこちらと

しては発注というか見積り依頼とかそうしたものをさせていただいて、その結果としてその業者

さんがリースを取り扱っているところとまた話をつないでいただくということ。それから、車種

によってはいろいろあります。こちらが求める車種にもよりますので、必ずしも山口県のリース

会社ということにはなっていないというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  予算書じゃなくて資料のほうでお聞きをいたします。 

 ６４ページに地区組織活動費、教育委員会の分で町内５か所への公民館の会計年度任用職員

５名配置ということであります。これは一般質問の中でも出ておりましたが、社会教育士の採用

として月額２２万円程度となっております。資格がある人とそうでない人の、これまでのほかの

職種のところを比較すると月額で１万円程度とかそんなに多くない差額で発生をしております。

一般質問のときの答弁の中では何とか人を入れたいからという趣旨の御発言もあったと思います

けれども、そうしますと町内全体での公平性、公正性、資格のある人とそうでない人の報酬のバ

ランスとの公平性が保たれない、そういうことにつながるかと思いますが、全体の報酬の在り方

とずれてくると思いますが、その点についてやっぱり違和感を感じるんですが、もっとほかのと

ころの職種を、資格がある人については上げるとかいうようなことも念頭に置いて考えているか、

お聞きします。 

○議長（安永 友行君）  大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  今回の社会教育士の称号を取得された方の報酬を新たに設定させて

いただいたというところについて、ちょっとお答えをしたいと思います。 

 公民館主事の皆さんの待遇の改善というところはこれまでも検討させていただいておったんで

すが、そういう中で今回公民館を拠点とした人づくり、地域づくりを進めていこうということで

体制の強化ということで２人体制ということで募集をかけさせていただいています。そういう中

で昨年度──令和２年に社会教育士制度がスタートいたしました。公民館を拠点とした地域づく

りをいろいろ進めていくに当たって、これまで公民館主事を中心とした研修だとか勉強会だとか

そういったところもずっと進めて来させていただきました。そういう中で今年度、主事の中から

この社会教育士制度、社会教育士の称号を取得しようと、これは自主的にということですが、そ

ういう前向きな主事の方も出てまいりました。 

 一方で、その体制強化をするに当たってこれまでも町内、町外を含めて募集をかけさせていた
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だいていたんですが、この辺のところがこれまでの答弁にもありますように昨年のところで町内

で３名の方の応募があって、１名は試験前に辞退されたということで結果的に１名しか採用に至

らなかったというところで、改めての募集に向けて、やはり町外、県外への募集も強化していか

ないといけないということがありました。そういったところでやはり優秀な人材を確保したりだ

とか、それから現在いる主事さんが自主的に称号取得に向けた努力をされたという思いだとか期

待だとか、そういったところで新たに社会教育士という称号を取得される方に対しての報酬を設

定させていただきました。この社会教育士、今回２人の方が受講されたわけなんですけど、これ

は半年間にわたって週３回程度、１９時から２１時、約２時間なんですが、その講習をずっと受

講し続けなければならない。併せてこの講習を受けるに当たっては前段に課題の提出があって、

後ほどのレポートだとかそういったものがあって、本当に前向きな姿勢がないとなかなかそうい

うところに至らないのではないかというところで大変ありがたく思っておりますし、今回２名と

いうことでしたが、できるだけ多くの方にこういったものを受講していただきたいというふうに

思ったところです。そういった中で新たに報酬を設定させていただくということで、いろいろ検

討させていただいて他の職種のところの報酬単価だとかそういったところを比較させていただい

て今回の報酬の決定をさせていただいたところです。 

 そこで、他の職種での有資格者と無資格者の報酬の差、そこの辺のところまでは検討には至っ

ていないんですけれども、そういった形で今回は報酬を決定させていただいたところでございま

す。他の職種の報酬等々については教育委員会のほうでは検討はしておりません。 

○議長（安永 友行君）  ５番、河村由美子議員。 

○議員（５番 河村由美子君）  ３６ページですけども、００２財産管理総務費で１,０５６万

３,０００円の件なんですけれども、その中身で参考資料に出ているんですけども、公共施設マ

ネジメント支援事業委託料というのが１９２万５,０００円、それと保険料と出ているんですけ

れども、これは新規に新年度４年からやるということでしょうけども、このマネジメント支援事

業の委託料というのは今回のみなんでしょうか。毎年発生するものかどうか。 

 それと、この保険は今まで別々、各課がやっていたと思うんですけども、全体としておよその

見積りを取ってやっているのか、企画課、その他によって、総務課とか全部違いますよね。その

辺で全体的には昨年度よりも安くなっておるのか高くなっておるんかということと、保険会社は

どことかもう予定しておられるのかということをお聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  予算書３６ページ、財産管理費の中の００２財産管理総務費でござ

います。まず、この中の一番下ですけれども、調査分析委託料として１９２万５,０００円、こ

れの内容につきましては資料５４ページのほうに書き表しているところでございます。ここで表
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しているとおり、これは従来から行っておりますけれども、公共施設の総合管理計画、それから

個別施設計画、これについてはいわば毎年それをチェックといいますか、それをしていく必要が

ございます。さらにそれを会計といいますか町財政との関係性とかを分析をしていくということ、

そうした内容がこの中に含まれてくるということでありまして、この内容についてまず今後も引

き続き続くかどうかですけれども、この部分については続けていかなければならないんだろうと

いうふうには思っておるところでございます。なかなかこの部分を自前でという部分、考えられ

なくもないんですけれども、いささか専門性が高いという部分もありまして、会計事務所のほう

に委託をさせていただきたいという内容で予算計上をしているところです。 

 それから、予算書はその上ですけれども、火災保険料ということで各課でそれぞれ数字を計上

いたしております。この部分についてはおっしゃられるとおり、これまでの予算書の構成でいい

ますと、各費目といいますか、それぞれ各事業に関わるところに令和３年度までの予算書につい

てはそのような構成で予算書を作っておりましたが、令和４年度についてはここにひとまとめに

させていただいたということでございます。そのように見ていただきたいということと、これに

つきましては町村会が中継ぎというか町村会を通じて保険加入しておるという内容になっており

ます。 

 保険料の算定ですけれども、これはもう決められた方式がありましてその物件の構造、それか

ら面積、そうしたもので保険料が算定されてこの部分について金額が高くなる、安くなる、そう

した要素は含まれてはこない、そうした内容の保険ということになってまいります。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ３番、三浦議員。 

○議員（３番 三浦 浩明君）  ４７ページの上段の不動産等調査委託料３５９万１,０００円と、

参考資料は７４ページですが、この固定資産の評価を３年に１度とここに記載されております。

それで、二、三あるんですが、この下段に固定資産評価見直しに向けた土地鑑定評価を委託しま

すと、これはどう解釈していいか分からないんやけど、固定資産というと土地建物とかいろいろ

あると思うんですが、以前、これは業務用になるかちょっと分かりませんけど、空調設備、エア

コンとかその辺も設備什器といいますかそういったものも税金の対象になるということを町民の

方から聞いたこともあるんですが、ちょっとこの辺の詳細を伺います。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えをします。 

 予算書の４７ページの委託料の部分ということでよろしいでしょうか。まず、不動産等調査委

託料という３５９万１,０００円ございます。これにつきましては毎年、土地が異動します。例

えば地籍調査の成果が上がってきたり、それから登記で所有権移転であったりとか新たに取得し
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たそういう異動がありますが、そういったものを１年間のものを調査をします。これの委託料と

いう形で今上がっております。 

 それから、今、エアコン等の設備ということがありましたけども、あくまで事業用の設備につ

きましては固定資産税の対象になるものもありますので、それぞれ事業用であれば申告をしてい

ただく必要があります。 

○議長（安永 友行君）  ３番、三浦議員。 

○議員（３番 三浦 浩明君）  事業用の設備什器に関しては税金対象になると、その規模が事業

所の例えば建物の面積とかその辺によって税金対象になるとかそういったこともあるんですか。

それから、これは委託しますと書かれておりますけど、これは専門のどちらかの業者のほうに委

託するということですか。 

 ２点聞きます。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えします。 

 事業用といいましたけども、例えば１件の家の中で自分が暮らすエリアと、それから事業用に

使っているエリアがあれば、きちんとそこは分けていただいて事業用のものにつきましては課税

の対象になるということになりますので、面積とかそういった要件ではなくて事業用に供してい

るかしていないかというところでの判断となると思います。 

 それから、この不動産等の調査委託料ということですけれども、固定資産税につきましては御

存じのとおり３年に一度の評価替えということがございます。それの評価替えの土地鑑定評価と

いうものを来年度──令和４年度にやってその翌々年から新しい課税になりますので、その委託

料でこれは不動産鑑定士に委託することになります。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  予算書の４９ページ、資料の７６ページになります。選挙費、こ

の件につきまして看板作製のところになりますが、昨年の選挙に関しては町内業者、町外業者と

いう形で作製されたと思いますが、今年度、昨年に比べて量も多かったというところもあるんだ

ろうと思いますが、今年度のこの予算計上に関して町内業者に出されるのか、例えば入札方式に

されるのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  現段階で発注方法について決定しているものではございませんが、

このポスター掲示場の制作、設置、それから最終的には撤去というようなこと、これが一連の作

業ということになりますけれども、可能な限り町内の業者さんにそうしたことをお願いしたいと

いう考え方は持っておるというところでございます。 
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○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  今の件で関連なんですが、去年の１０月の選挙のときもポスター

を作るときに業者のほうから言われたんですが、既に益田とか津和野地区はホワイトボードに変

えられております。選挙の看板が先ほどの質問ですが毎回のたびに作りかえるというんであれば、

何か材料代も国内の木の代が倍ぐらいに上がっておるということで大変高くなっておるというこ

となんですが、ポスター会社に聞きますと大体流れとしてホワイトボードに変わりつつあるとい

うことで、ポスター代は若干高くなりますが、もうそろそろ毎回作りかえるというんでなくて、

ホワイトボード用に高くつきますが変えるというふうな検討はされないんでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  昨年、町長・町議選挙、それから衆議院総選挙ということでポス

ターの掲示場、それぞれ作らなければならないという状況が発生しました。その際に、議員おっ

しゃられるとおり木材が入手できない、いわゆるベニヤ板が入手できない状況が実際に発生をい

たしました。その際に何とか従来の方法どおりの方法には結果的にはなりましたが、そのときに

実際にそのホワイトボードというのにもいろいろ種類があるようでして、そのときに逆に業者さ

んから提案を受けたのは、製品としては紙なんです。紙なんですが、非常に表面をコーティング

かけますので雨風に強い、そうしたものもあるということも御提案をいただきました。実はこの

部分を採用しそうにも昨年はなったんです。ベニヤが手に入りにくいという状況が同時に発生し

ましたので。ただ、その紙の、あえてホワイトボードと申しましょう、ホワイトボードについて

も逆に全国から引き合いがすごくてそれすらもなかなか手に入れにくいという状況もそのときに

発生いたしました。なので、おっしゃられるとおり、その都度都度でベニヤ板でということもど

うなのかなというのは私どもというか、選挙管理委員会事務局としても考えておりまして、その

部分についても検討しつつ、来年度においては参議院選挙、それから来年度、再来年度にまたが

りますけれども、知事・県議会議員選挙、こうしたものに取り組んでいきたいというこういった

考え方を持っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  関連でお願いします。今回のその選挙費に関しても看板作製に関

しては消耗品費という形で上げておられるということであれば、今回も基本的にはベニヤ板等々

で後は処分されるということになっておると思いますが、これはベニヤ等も結局設置された業者

さんが回収されて、そのままその業者さんに処分していただくという形になりますので、その辺

の環境問題のこともありますので、ぜひとも恒久的にということは難しいかもしれませんが、何

度か繰り返すことができるような選挙看板も出ておるらしいので、その辺しっかり予算立ての中
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に入れていただいて、初期投資はかかると思いますが、その辺は環境のことも併せて早急に検討

頂くほうがいいと思いますので、以上です。 

○議長（安永 友行君）  ５番、河村由美子議員。 

○議員（５番 河村由美子君）  これは３６ページなんですけども、先ほどの９番議員の関連かと

思いますが、派出業務負担金１００万円というのがありますよね。参考資料を見ますと新規で指

定金融機関からの派出業務の負担金だということなんですが、これは毎年かどうかは知りません

が、例えば信用金庫、合銀、農協とあるわけなんですけども、そこへ一応どうでしょうかという

ような問診と言えばおかしいんですが、して、それで私がということで手を挙げたものがＪＡじ

ゃないかと思うんですが、それとこれ前に聞いたことがあるんですけども無料で派出しておられ

たんですが、よそは信用金庫も合銀も例えば何がしのものが費用を見てくださいというようなこ

とを提出したから無料の農協になったんだというふうに私は民間で巷で聞いていたんですけども、

これに対して例えば以前の無料のときの契約書類とかその辺の有無についてはいかがですか。 

○議長（安永 友行君）  中林出納室長。 

○出納室長（中林知代枝君）  御承知のとおり、合併時に指定金融機関を選定するに当たりまして

島根県農協、それから西中国信用金庫、それから山陰合同銀行、その３つの金融機関で指定金融

機関を１つ選定をされるということになっておりますのでその際に各金融機関のほうから提示頂

いた経費等を考慮しまして合併時に島根県農協さんに決定をしたという経緯がございます。 

 それで、このたびの経費の部分につきましては、先ほど申し上げましたが、県内の指定金融機

関の農協さんの中で派出業務を行っていただいているところが邑南町と私ども吉賀町しかないと

いう事情もございます。それから、２年前から、指定金融機関からの要望で今回の１００万円の

計上に至ったというところも先ほど御説明させていただいたところでございます。 

 そういった中で指定金融機関のほうで派出業務を行うというふうになっておりますので、ほか

の金融機関のほうへというところも指定金融機関がある中で協議ということは難しいというふう

に考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ５番、河村由美子議員。 

○議員（５番 河村由美子君）  やってもらっているところが邑南町とここということですね。と

いうことは、よその町村はそういうことはやっていないと、それをやることのメリットといいま

すか、どういったことが上げられますか。 

 それと、例えば銀行さん、信用金庫さんが５月頃になると新しい税金が発生しますよね。そし

たら、口座振替でない方もいらっしゃいますから、全期前納の方とか４期に分けて払われるとい

う人が各金融機関で払われて、その割賦を信用金庫、銀行が持っていると、それを持ってお金を

ここへ出納室まで届けるという話を聞いたことがあるんですが、それは各金融機関に対して１件
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とか金額によって有無があるかもしれませんが、手数料というものが何がしのものを払っておら

れるのかどうかということと、それがないんだったら迷惑といったらおかしいですが、無理な業

務をおしつけておるような気も、まあ、住民の利便性はいいですよ、七日市だったら信用金庫が

近いところがありますから、その辺についてはどうなのかということと、よそもやっていないん

だったらあっさり廃止をして、出納室長なりもう一人サポーターがおられるわけですからできな

いこともないような気がするんですが、その辺の費用対効果、それを言ったらどうなんでしょう

か。 

○議長（安永 友行君）  中林室長。 

○出納室長（中林知代枝君）  まず、派出員の配置のことについてでございます。県内で２か所と

いうことでございましたが、県内の指定金融機関の状況といたしましては１１町村の中で合銀さ

んが７、農協さんが４というところで以前は全部の町村の中で派出員がいましたが、だんだんそ

ういった経費がかかるということで撤退をしてきているところでございます。 

 それから派出員の配置のメリットといいますかそういったものにつきましては、先ほど議員さ

んがおっしゃられましたとおり５月に新たな固定資産税、それから軽自動車税、そういった納付

書払い等がございますので、その５月が一番忙しい時期でございまして、派出の件数といたしま

して年間８,３１２件でございます。それでほとんどその４月、５月、６月に集中しておるとい

うような状況でございます。そういった中でやっぱり専門性を持って、今、キャッシャーとかい

う農協さんのほうで準備をしていただいておりますおつりをちゃんと人ではなくて機械でやって

いただいているような状況もございまして、おつり間違いとかそういったミスがないような業務

を行っているところでございます。そういったメリットでお客様にミスがないように対応してい

くことができるというところで派出員の配置というのが必要だというふうに認識をしておるとこ

ろでございます。 

○議長（安永 友行君）  ５番、河村由美子議員。 

○議員（５番 河村由美子君）  時代の流れが今、カード払いとかいろいろやっているわけですか

ら、そういう方向でどこの町村だったか忘れたんですが、そういうふうに利便性を図っている方

法を取っているところもありますから、それとこの契約有無はどうなのか知りませんが、あろう

となかろうと今後の方向としてはそういう方向で行かれたほうがいいと思うんですが、その辺は

ぜひ再検討していただきたいということと、それとこれは私は何回も申し上げたことがあるんで

すが、やはり納税というのはあるものに対して課せられたわけですから、架空なことでも何でも

ありませんので、当然納税義務者は払う意思も持たなきゃいけませんし、持っています。という

ところで、何年か前に廃止になったんですけども、全期前納報奨金、そういうものを復活するの

も私らは主婦ですから少しでもお金が浮けば、いずれ払わにゃいけんものと思えば月々用意して



- 358 - 

積み立てて全期前納を５月にするという方法を取っているんです。そういうふうなのでも資金シ

ョートも起こりませんし、１００万円のほうも、そういう方法も考えてほしいなという気もする

んですが、これの町長の考え方ですが、その辺をお聞かせをお願いしたいと思いますが。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  出納室の体制については、これは課題ということでお聞きをしたいと思

います。前段機構の話になりますから。 

 それから、後段の部分ですが、以前、お話があったようにそうした対応もしておりました。こ

れについては上部団体のほうからそうしたことについての対応についての指摘もあってこれは止

めたということです。ですから、我々としてはそうした今利便性もあるのは承知しております。

それは各御家庭の御都合とか家計のやりくりの分から言うと非常にメリットがあって、それによ

って収納率が上がるというのもあると思うんですが、以前は集金常会というのがあってそこで集

めてというようなこともあったと思うんですけど、そうしたことがなかなか制度上難しい部分が

できたということで、そこについては廃止をしたということでございますのでその点は御理解を

頂きたいと思います。 

 そうした御意見も以前からありますし、我々といたしましては、やはり納税をしておられる方

がいわゆる不公平感とかそうしたことを感じることがないように、そちらのほうで今数年かけて

徴収のほうを頑張っておりますので御理解を頂きたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  ４７ページの中ほどにあります過誤納等還付金２００万円、これ

は、過誤納というのはどういうことですか、説明してください。 

○議長（安永 友行君）  栩木住民課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  御説明いたします。 

 この過誤納というのは税金ですので、例えば間違えて二重払いをされた、それから修正申告を

された、そういった場合に過誤納されたものを還付するということでこういった還付金がござい

ます。令和４年度のものでしたらその年の歳入のほうから還付という形になりますけれども、そ

れが過ぎて令和３年度とか２年度とか以前の年度のものに対しましては、例えば修正申告がござ

いましたら、その還付をする場合に歳入から戻すわけにはいきませんのでこうした歳出予算を組

ませていただいているというところです。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  資料の５８ページ、予算書の３９ページでサーバー室用空調機室

外送風機他整備になります。省エネ化を図りますということでありますが、どのぐらいの省エネ

になるかという数値についてはあるのか。あればお願いします。 
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○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  省エネの効果、数値については把握はいたしておりません。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  続きまして、資料の６７ページで電源立地対策事業の分で町内中

学校特別教室空調設置工事ということの実施設計なんですが、これは設計の仕方として各施設ご

とでするとか、一括でするのか、また各学校ごとの台数をお願いします。 

○議長（安永 友行君）  大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。中学校の特別教室の空調工事に係る設計というこ

とです。まず、設計を全体でするのか学校ごとにするのかというところですが、今の段階では全

体でというふうに考えております。 

 それから、台数等についてなんですが、最終的には設計に入る前に現地調査を実施して部屋数

であったりだとか台数というものが決まってくるというふうに思っておりますが、今現在、想定

として考えているのがちょっとこの部屋数になりますけど、１３室程度になるのではないかとい

うふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  ちょっと先ほどの過誤納等還付金の件ですが、二重払いとそれか

ら修正申告ということがありましたが、二重払いというのがよくそういうことがあるんかどうか。

あるから言われたんじゃろうと思うんじゃけど、それと修正申告というのはこれは所得税なら所

得税の申告を修正して、それに伴うことで、そういうものになるということですか。まず、今の

その二重払いを実際あるんでしょうが、どういうことであるんですか。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えします。 

 督促状を送ったりしたときに中身をよく確認せずに、既に送っている納付書とそれから督促状

を送ったものと両方払われたりする場合がかなりの件数ございます。そういったものの還付とい

うものがよく発生しております。 

 それから、先ほどの国税の修正申告ということがありましたが、議員がおっしゃられたとおり、

国税の修正申告がありましたら町民税の修正申告もございますので、そういったところの還付と

いうことで、多ければ過去５年にさかのぼってということになりますので、１人で何十万円とい

う場合もございます。 

○議長（安永 友行君）  ３番、三浦議員。 

○議員（３番 三浦 浩明君）  ４４ページの００３と、その下の空き家活用事業補助金９５０万

円、それから、下段に行きまして、老朽危険空家除去支援事業３６０万円と計上されております
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が、この多分件数は把握されてるんじゃないかと思いますけど、その件数と、金額はいいんで、

件数と、あと、空き家に関しての予算が、以前よりちょっと上がってるんじゃないかなと思った

りもするんですが、事業としたら町民のためにもいいと思いますけど、今年度の進捗状況ですね。

そういったものが分かれば伺います。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  企画課の深川でございます。私のほうから、今の議員御指摘の

４４ページ、上から３行目の空き家活用集落担い手確保対策事業補助金ということで、９５０万

円計上しております。この金額に対しましては、前年度と金額的には同様のものを計上しており

ます。内容につきましては、空き家バンクに登録をしている家屋を、住むために改修するための

経費の補助金でございまして、内容的には、１５０万円事業の１００万円の補助を９件、

１００万円事業の２分の１の５０万円の補助を１件ということで、仮計上をしておるものでござ

います。ただ、内容は今後申請によって変わってくることがありますし、昨年度も、ちょっと今、

金額が手元に資料ありませんが、件数がオーバーしたということで、１２月でしたか、補正で対

応させていただいておるところが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  予算書下の００２生活安全対策費の中の老朽危険家屋除却支援事業

補助金３６０万円です。軒数としては３軒ということです。したがって、１軒当たり１２０万円

ということになってまいります。これは文字どおり、危険家屋について、それを解体をする、そ

の際の費用についての補助を行うというものでございます。これについては、令和３年度中途で

補正予算の中で２軒分ほど、したがって、２４０万円の予算化をさせていただいておりました。

幾らか問合せはいただきましたけれども、結果として解体というようなことには至りませんでし

た。そうしたことから、さきに既に議決をいただきましたけれども、３月補正のほうでは、その

２４０万円については減額をさせていただいております。今回は令和４年度ということで３軒で

ございます。現状を申し上げますと、この３軒、どこか物件が見込みがあるのかと言われれば、

現状はございません。これまでにも何件か問合せはいただいておりますが、そこに至るようなと

ころには行ってませんが、今後また周知をしながら、問合せ等があろうかと思いますので、そう

したところでの予算立てというところでお読み取りをいただければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  今の老朽危険家屋の関係で、関連してお聞きをいたしますが、申

請できない、所有者が不明というような物件については、どういうふうにしたらいいのかという
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点についてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  なかなかあくまでもその財産の申請すべき所有者が判明しないとい

うことですから、第一義的には、その所有者を特定、特定というか、所有者が責任を持つという

か、そういうことでありますが、実際にこれまでのケースで申し上げますと、問合せがありまし

たが、その方はその建屋の所有者ではなくて、その御近所におられる方、そうした方からこの補

助制度があることを知って、役場のほうに問合せをされました。役場のほうでは、実際にその問

合せを受けて、調査といいますか、そうしたものを実際にはさせていただいております。その上

で、いきなりその所有者さんにというところがなかなか難しい部分もありますので、そうしたと

ころについては、またその問合せをいただいた御近所さんを通じて、その所有者さんであろう方

に打診というか、連絡をしていただいてというようなケースもございました。まあこれはあくま

でも一例ですけれども、そうしたところで我々としては、それぞれのケースに応じて対処をして

いかないといけないのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  ということは、役場に相談すればいいということでよろしいです

か。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  役場のほうに相談していただければと思います。それで思うように

なるかならないかというところは、これはちょっと分からないですけれども、お問合せいただけ

れば、可能な限り相談に応じてまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  今の関連でございますが、空き家の撤去で、今、課長のほうの

答弁によると、もう持ち主の返答がないとなかなかできないというお話をされとるわけですが、

今年ですか、広島のほうの中国新聞に載っておりましたけれども、解体撤去、もう危険だからと

いうことで、市のほうが強制撤去をして、それから、何百万円じゃったかな。その工事費を持ち

主の方に請求していくというようなことが新聞紙上でありましたけれど、今、町内も、私もよく

空き家のことを言いますけれども、そういうふうなことも、私が見ても、これは危ないというの

があるわけですよね。その辺のところを町のほうも差し向きは立て替えといて、それを持ち主の

ほうに請求していくというようなことも考えないと、大変危険なところが、昨年の今の課長言わ

れた予算で３か所ですか、あるということで、通学路にあるんで危険だからというお話をたしか
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ここでされたと思うんですが、１件ぐらいはそういうふうな形になったんかなと思っとったんで

すが、今のお話では全然できてないということで、ある程度その辺の強制執行ということも考え

たほうがいいんじゃないかと思いますが、その辺のことを少しは考えられたのかどうか。今の制

度上できないということは、今の広島市なんかはやっておりますので、その辺いかがですか。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  今、議員がおっしゃっておられる物件が私が思っているのと同じか

どうか分からないんですけれども、現に所有者さんのほうに連絡を取らせていただいて、今、状

態がこういう状態ですと。したがって、町としても計画もつくり、そして、補助制度もつくって、

そうしたこと、そうした状況もありますので、解体、そうしたものを考えていただけないかとい

う、こんな依頼をしたケースもございます。ですが、結果的には、その所有者さんは首を縦に振

っていなかったというような状況がありました。その物件がおっしゃられる物件かどうかあれで

すけども、議員がおっしゃられるのは、行政代執行といいますか、そこに至るというところだろ

うと思います。なかなかこれにはいろいろな手続きを踏んで進めていかなければならないという

ことです。１軒の物件をそこまで持っていくのに、他市町村そんなに事例があるわけじゃないで

すけれども、もう数年単位でそこに行き着くということになります。先ほど申し上げました行政

からまず所有者さんにお願いする、実際の県内事例でいうと、浜田がそうした事例を持っている

んですけども、およそ年単位で行政のほうから所有者さんにお願いをしております。その上で、

次の段階に進むっていうふうな、こうしたプロセスを経て、すぐに新聞報道等でたまに出てまい

りますけれども、行政代執行による解体っていう、恐らくここに行き着くまでには、数年単位の

時間がかかっておる。その数年のうちの何年かは、ひたすら所有者さんにお願いをするっていう、

こうしたことを積み重ねて、そこに至っているという状況があろうかと思いますので、折を見て

その所有者さんには、また役場のほうからもお願いをしていかないといけないのかなと思います。

当然いずれかの段階では、そういうふうなところを見据えてというところもあろうかと思います

けれども、現段階では、そこまでの道筋といいますか、そうしたものまでは立ててはいないとい

うところが現状でございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  今、課長の言われる何年もかかるというのは分かるんですが、

実際に今の危険母屋というのも、かなりもう数年過ぎとるんですよね、こういう話が出てから。

今の協議会が立ち上がった、昨年ですか、立ち上がったわけですので、その話の中で、持ち主の

方がおられる家もありますし、もう全くどなたもおられないというところもあるかと思うんです

が、やはりその辺のところを区別しながら、もしおられるんであれば、二、三回話して、そうし
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ないと行政代執行という制度もあるんで、行うかも分からないんだって、脅しじゃないですが、

そういうふうなやっぱり話もしていかないと前へ進まないような気がしますので、できるだけ何

にしても危険な物件でございますので、早めに対応をしていただきたいということをお願いした

いと思います。 

○議長（安永 友行君）  ここで休憩します。 

午前10時11分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時20分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 歳出のほうの議会費及び総務費の質疑を続行します。 

 なお、質疑を受け付ける前に皆さんにお願いをしときます。 

 私語が今日はちょっと多いと思います。気をつけてください。 

 以上です。 

 質疑を許します。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  予算書の４５ページ、資料の７２ページで交通系ＩＣカード導入

支援補助金ということであります。やる内容と、バスの利用者はどうするのかということが分か

りましたらお願いします。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  ＩＣカード導入事業について概要を説明させていただきます。 

 これは、令和３年度から、３年度交通事業者である石見交通株式会社から導入の協議があった

ものでございます。具体的には石見交通のバスにおきましてＩＣカード、いわゆる交通系ＩＣ

カードといいますが、俗に言うＩＣＯＣＡというカードを使えるように導入したいというもので

ございます。 

 参考までに、これまであった類似の事業としては一畑電鉄が同様のＩＣカードを導入したのが

数年前だったというように記憶しております。 

 それで、この導入に当たりまして、関係する島根県及び各最寄りの地方公共団体へ負担金の要

望があったものでございます。 

 負担金の概要としましては延べ路線バスが９８台、高速バスが２０台対象になるということで

今事業計画を確認しております。総事業費が３億９３０万円でございまして、このうち３分の

１が国庫補助、３分の１が県、３分の１が市町で負担するということで協議をしております。 

 吉賀町の場合だけでいいますと路線バスは該当しませんので、高速バスの総事業費１億

７,４２３万９００円のうち、按分方法がバス停の数による按分となっております。各それぞれ
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始点の益田市から広島市までの各自治体のバス停の数による按分ということになっておりまして、

ちなみに、吉賀町では計１０か所のバス停分と負担となっております。 

 基本的に考え方はその計算をいたしまして、吉賀町分の負担が今回２２５万９,０００円とい

うことで予算計上をさせていただいたところでございます。 

 乗車人員につきましては現在のところ把握しておりませんので、御了承くださいませ。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。１１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  資料のほうで質問します。 

 ４９ページの職員研修事業費ですが、ここにまちづくり計画なり事業目的なり、主な事業の概

要なりが掲げてあるわけですけど、どうもこれを見ると整合性があるものなのかどうかというの

がちょっと疑問に思うわけです。ここに、事業目的に専門性とかいろいろ書いてありますけど、

それと事業概要がここに、専門性なんかでいいますと、あれだけの委託料を払っていろいろな事

業を委託をしとるわけですので、特に若い職員の方の資格の取得とかいろいろな面でこういう事

業を組んでおられるんかと思ったら、どうもこれは研修だけの目的じゃなくて予算みたいなんで

すけど、事業目的と実際この整合性があるんですか。 

 例えば行財政改革の推進とか書いてありますので、この委託料を減らすための議員研修事業な

りをイメージしとるんですけど、そういうもんじゃないんですか、これは。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  参考資料４９ページで表しておる部分でありますけれども、これは

主として総務課が管理しております職員研修に係る経費ということでございます。 

 これをまちづくり計画の中でどこに該当するかというところで捉えるならば、そこに記載をし

ておるとおりの部分に該当するというふうな見方をしていただければと思います。その上で総務

課が所管している部分で申し上げますと、その主な事業概要欄についております、まず、島根県

自治研修所という表現があろうかと思います。ここの研修については、職員のいわゆる階層別研

修というのが主になります。階層別ですから新規採用から始まりまして、課長になるときという

か、なった人です。それまでにも何段階かあるんですけれども、そうした研修メニューが組まれ

ておるということがあります。さらに、自治研修所の中でも、今申し上げたのは階層別ですけれ

ども、専門性を高めるための研修が幾つかプログラムされております。 

 そして、その下の島根県市町村総合事務組合、これは各市町村からこうした研修をやってほし

いという要望を聞きつつメニューが構成されておりまして、税関係でいえば債権徴収研修であっ

たり、どちらかといえば専門性の高い研修がプログラムとして毎年こう組まれていて、そこに参

加をするというような研修、そういうことがございます。 
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 ここでは書いてありませんけれども、さらに総務課が所管する予算で賄います部分でいくと、

資格を取得する、あるいはそのための業務に直接関わる部分での勉強するといいましょうか、そ

うした部分での旅費・研修受講料、そうしたものも総務課の予算の中には入っております。 

 さらに、各課にもそうした予算が入ってくることがあります。そうした内容で、いわゆるその

専門性を高めるための研修については、総務課が扱う部分、それから各それぞれの所管でこの職

員にこの講習を受けさせたい、そして知識・技術、そうしたものを学ばせたい、そうしたもの、

この辺を組み合わせて人材育成を行っているということでございます。なので、これだけていく

と、いささか人材育成という大きいテーマ、これだけで事足りるのかという部分あろうかと思い

ますけれども、全体として取り組んでいるというところでお読み取りをいただければというふう

に思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  全部ではなくてよろしいんですが、その専門性の勉強会なり講

習なりを受けとるという答弁がありましたけど、具体的にどういう資格取得のための講習なり勉

強なりをされとるかというのを分かれば教えていただきたいと思います。 

 それと、６１ページ、資料の６１ページの吉賀高校の支援事業費ですけど、この事業目的の中

に地域留学が書いてあります。今、これの次のステップとして地域みらい留学３５６、２年のと

きに１年間ほかの高校に行って学んでまた母校に帰るという制度がありますけど、吉賀高校、こ

れされていますか。どうですか。 

 それと、拡充の中で吉賀高校支援協議会補助金がありますけど、これの主な活動、どのような

活動をされとるんかということをお聞きしておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  まず１つ目です。 

 研修のプログラムといいますかメニューの内容です。 

 先ほども申し上げましたけれども、専門性を高めるという部分で申し上げますならば、債権徴

収業務に当たる職員がそういう内容での研修がプログラムにあったり、それから建設土木に関わ

る技術者系の研修があったりします。これについては、総務課が所管する部分もあれば、建設水

道課が予算管理をして実際に個別そうした研修に出かけるというケースもございます。こうした

例については、それぞれの課がそれぞれの業務において必要な研修等に参加、研修・講習会、そ

うしたものに参加しているという、こういう状況でございます。 

 それから、２つ目です。 

 いわゆる高校３年生のうち、一定期間を別の高校でと、そしてまた元の高校に戻るという、こ
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ういうことを、これは県のほうがそうした提案というか、されているのは承知をしております。

現在、吉賀高校ではこの取り組みは行ってはおりません。 

 それから、３つ目です。 

 参考資料の６１ページです。主な事業概要欄の拡充というところで、支援協議会補助金でござ

います。 

 これもここに書いてあります吉賀高校魅力化コンソーシアムというところで、これも県のほう

からの１つの要請というとあれなんですけれども、そうしたものを各市町村──高校を持ってい

る市町村でそうした協議会をつくって、さらにその協議会の中身──対応としてコンソーシアム

という表現しておりますけれども、ここでは共同事業体としていますが──そうした中身を備え

たものをつくっていったらどうか、さらにはつくったところにおいては、さらにそれを進化発展

させたらどうかという、そうした県からの要請もございます。これを受けるという部分もありま

すし、町独自といたしましても、今吉賀高校支援協議会というものがございますが、この支援協

議会を中心にして、さらにこの会の内容については充実発展させていきたいというふうな考え方

を持っておりまして、それについて活動を活発化させていきたい。とはいいながら、まだ見える

形でのものがございません。情報収集であったり意見交換であったり、関係者とそうしたものを

積み重ねていかなければならない状況ではありますけれども、そうした部分について令和４年度

さらに強化してまいりたいという、こういう意味でお読み取りをいただければというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  先ほど、地域みらい留学３５６と言いましたけど、３６５の間

違いでしたので訂正をしておきます。 

 それと、共同するための組織というのは分かるんですが、現在の吉賀高校支援協議会の活動を

お聞きしたわけであります。それはそれとして、会長は町長でよろしいんでしょうか。 

 それと、資料の６９ページ、空家再生事業費ですけど、これももう随分継続された事業ですけ

ど、この事業だけで、果たして今の定住をされたいという方のニーズに十分に応えている事業な

のかというのをお聞きしておきたいと思います。吉賀町で住みたいけど住宅がないというので、

なかなか町のほうに入ってこられない人がおられるというのを聞いていますので、せっかくのそ

の機会、チャンスを、この事業費だけで賄えてないんじゃないかと思っておりますのでお聞きし

ます。先ほど、課長のほうで昨年の実績がこれだけだったからというような答弁もありましたけ

ど、人口の減少を──減少はしていくわけですけど──その減る、町長いつも言われていますよ

うに、緩和策です。そのためには何人ぐらいの人を受け入れていかなければならないか、そのた



- 367 - 

めにどれだけの住宅が必要かというのは、数値目標を、それをしっかり立てて、その上での予算

でないと、実績を後追いしとる予算ではあんまり意味がないし、発展性もないわけです。だから、

ぜひ特にここは受入れのためには重要な予算ですので、まちづくりの中でどれだけの人を受け入

れるのかという数値目標をきちっと立てて、予算を立てるべきだと思いますけど、どのように考

えておられるかお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 まず、６９ページに掲載している予算につきましては、空家再生事業費という名称ではござい

ますが、基本的に空き家バンクの登録の推進、空き家に人を住んでもらおう、それで集落を活性

化しようという事業の目的に関する予算をここの６９ページに掲載しております。それで、多少

誤解があったら申し訳ないですが、私が先ほど９５０万円昨年度と同様の予算という説明をさせ

ていただきましたが、あくまでもこれは同額を計上しとるといった意味でございまして、前の年

がこれだからこれという意味ではございません。先ほども説明させていただきましたが、令和

３年度も不足が生じたため１２月で補正させていただいて、追加予算で御理解いただいておると

認識しておるところでございます。 

 目標数値というのは空き家情報バンクへ登録していただくことが前提になりますので、空き家

情報バンクということに関してだけ目標数値を立てるというのはなかなか難しいところではござ

いますが、目標数値ということで申し上げますと、先般説明いたしました第２期吉賀町総合戦略

の中において、移住・定住・来町の支援として相談員の相談件数や空き家情報バンクの登録件数

を目標値としまして、それを目指していきたいとはお示ししたところでございます。 

 また、人口推計のお話がございました。これにつきましては、総合戦略の中における人口推計

ということで年間１９人の、いわゆる生産年齢人口の世代を流入すれば目標値である４,４００人

に到達するということを御説明申し上げたと思いますので、当面５年間はこの数値を目標にやっ

ていきたいと今考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  回答が前後いたします。失礼いたします。 

 最初に質問のありました支援協議会の会長でありますけれども、これは吉賀町長が務めておる

ということでございます。 

 それから、少し説明させていただきますと、支援協議会の組織形態ということでございますけ

れども、今申し上げたとおり会長がトップにあります。その下に理事会というものがございます。

さらにその下に専門部会というものがあるという、組織上はこういった形で運営がなされている
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ということでございます。ただ、専門部会と申し上げても、その専門部会が主たる運営団体とな

ってその事業あるいは高校との事業を行っているかというと、実際にはそういうところには至っ

ておりません。それぞれ、これまで行われていた吉賀高校からずっと関係者とのいろいろな事業

について、それぞれの４つの専門部会に割り振ってやって、そこで必要に応じて関係のある方が

そこで協力関係を持って事業を行うというようなつくりでして、こうした状況をさらに発展させ

てまいりたいというような考え方が私どもございまして、そうした意味での──話が元に戻りま

すけれども、拡充というような表現させていただきました。そうしたことを取り組んでまいりた

いという、こういう考え方を持っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  ６９ページの、この空き家対策事業費ですが、私は別にこの今

の人口推計なり、来たいという、吉賀町に住みたいという人のニーズ、それを全てこの空き家を

活用した事業でという意味ではなくて、そういう人口推計なりができとるんなら、例えば町営住

宅なり公営住宅なり、そして空き家なりの中でその空き家が占める引き受ける部分をどの程度に

して、その予算を組んで、その空き家の活用をするのが順当じゃないかという質問をしたわけで

ありますので、全然、これで全部賄えとか何とか言うとるわけじゃないんで、そこの辺のとこの

誤解はないようにしていただきたいと思います。要するに、その定住人口なりを受け入れる体制

をどうしてつくっていくのかという、広い枠の中でこの空き家対策を考えるべきじゃないかとい

うのを質問したわけであります。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えさせていただきます。 

 あくまでも、この空家再生事業費に計上しているものは空き家情報バンク等に関係するものと

いうことで御理解くださいませ。 

 それで、その他いろいろ手法はあろうかと思います。やはり総合戦略の中でも移住・定住・来

町の支援というのは、非常に大きく掲げて数値目標もしているところでございます。ただ、先ほ

ど申し上げましたのは、この空家再生事業というのは、あくまでも空き家を所有者の皆様が貸し

ていただけるという前提の事業ですので、なかなかここで数字を何人分確保するというのは申し

上げにくいということを申し上げたところでございます。ただ、登録については近年数字を申し

上げますと、今のこの補助金を使った事業が、２年度が１１件、元年度が１２件、平成の終わり

の３０年度が１７件ということで、一応１０件オーバーで支援ができているということは申し添

えておきたいと思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（安永 友行君）  ５番、河村由美子議員。 

○議員（５番 河村由美子君）  予算書は４４ページですけども、００５の地域おこし協力隊事業

というので１００万円ですけども、それで参考資料のほう見ましたら、新規でやってこれこれと

いうのは、特記事項というのがついてあるんですけども、いわゆる地域おこし協力隊制度という

もの１０年ぐらい前から行っているんではないかと思うんですが、今全体的に入ってこられた方

は総体的に何人、何十人か、何百人か分かりませんが、現在まで定住しておられる方とか協力隊

員の中でもさっきありましたように協力隊の人は吉高の事業などというのもいろいろジャンルは

あるとは思うんですけども、ここの１００万円でいえば特化していえば産業課です。そうすると、

募集要項のときに要件に職種を限定するのかとか、そういうひもつき的なことは全くない、ここ

にとにかく吉賀町へ来て協力隊員してくださいよというような、これは町単独ではない県からも

というような同様項があるかと思うんですが、この分に特化していえば何か起業すれば、例えば

１００万円出しますよということであろうと思うんですけども、ただ、そういうことでは漠然と

し過ぎとると思うんです。ただ、ここに来て何ができるんかといったら、山とか田んぼとか畑と

かぐらいしかないところで挑戦とか言っても、人口がどんどん昔からいえば減ってきているわけ

ですからマーケットはすごく縮小されておるわけです。そうすると、そういうものを相手にする

ような起業ではなかなか難しいという気もするんです。そうすると、今ある山か川か田んぼかそ

ういうものを利用してふるさと納税でも返ってくるようなものを生み出す、つくり出す、協力す

るんだというようなことに目を向けて募集して、指導するっちゃおかしい、相手に指導されるか

もしれませんよ反対に。そういうことも含めて将来的に拡大できるような事業でないと、やみく

もに県の事業でこうあるからというようなことで事業消化のようなことでは、私は発展性がない

というふうに思うんですけども、これは担当課は産業課でございますから、後は町長に聞きたい

と思います。 

○議長（安永 友行君）  堀田産業課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  お答えします。 

 産業課のほうでいいますと、現在地域おこし協力隊は、山師ということで２名の方、お茶の地

域おこし協力隊が１名の方、有機農業推進員ということで１名の方、それから農業公社に配置し

ております地域おこし協力隊が１名の方がいます。それぞれ目的を持って募集をかけておりまし

て、例えば山師でありますと、山の関連で一緒になって働いてみませんかということで募集をそ

れぞれかけております。ほかの課もそういったことで募集をかけていると思います。 

 この１００万円につきましては赴任先の地域で起業すると──国の事業なんですけど、終了後

１年以内に起業すれば１００万円を出して、その地域で定住をして何とか頑張ってくださいとい

うような国の制度でございますので、そういった国の制度も活用しながら何とかこちらの吉賀町
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のほうで定住をしていただきたいということで予算計上しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  一般質問の答弁のようになりますが、お許しください。 

 今、産業課長申し上げましたが、地域おこし協力隊というのは、これまあ総務省、国の制度で

ございますが、当然それを招聘する、いわゆるその受皿──自治体のほうはこれをやっていただ

きたいという目的を明確にして公募するわけです。ですから無制限に、特に首都圏とかからおい

でになられる方がこうした制度に該当するんですが、もうそこを間口を広げてどうぞおいでくだ

さい、来た方はそれじゃ地域おこし協力隊として認定をしてやりますからということでは決して

ございません。ですから、これまでも説明しております最近の事業で言いますと森師の研修がま

さにそうでして、これ地域おこし協力隊の制度と森林環境譲与税のこの２つの財源を活用して、

いわゆる山の林業振興、ひいてはその後継者・担い手を育成をしたいということで３年スパンを

１期として、これから令和７年度まで５年間で１５人をやっていきますと、こういう制度ですか

ら。そうした明確な目的を開示をして、それに対して地域おこし協力隊を招聘をする、応募をす

るということですから、その点は御理解をいただきたいと思います。したがって、当然、それに

向けて応募をしてこられて試験を受けて採用した、そうした方はやはり志を持って務めていただ

いているということでございます。 

 それが３年間が終わって、当然、この地にまた定住をしていただければこの上ないことでござ

います。数からいうと、お隣の津和野町が随分多いと思いますが、後の定住率でいうと吉賀町決

して低くはないです。先般、産業課長にも数値的なものを把握してもらいましたが、定住率は決

してほかの自治体から劣るような数字ではございません。それは１人、２人はまたお帰りになら

れたという、また、お帰りになられても、こちらのほうで経験を積まれたことをもってほかの地

で頑張っておられる方もおられますし、決してここで３年間地域おこし協力隊として活躍された

活動された、その実績が無駄になったということは私はないと思います。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  私も地域おこし協力隊のことお聞きしたかったんですが、今

１００万円の計上ございます。特記事項に先ほども言われましたが、上限１００万円ということ

で、お一人上限１００万円ということになっておりますが、これ来年度令和４年度に実際起業さ

れる予定の方が１名という形で考えればいいのか、それとも一旦、まだ未定だけれど予算計上に

しておられるのかというところお聞きしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  堀田課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  実際、有機農業推進員ということで来られた方が来年度３年目とい
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うことで任期が切れますので、１００万円１人分の計上をさせていただいております。ただし、

国のほうで、コロナの関係で地域おこし協力隊が３年というところを２年間延長しますよという

ような制度もあるというふうにちょっと先日聞いたところでございまして、もしその辺の枠が使

えるようであれば、本人との面談にもよりますけど、さらに延長ということも今想定をしている

ところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  先ほど出ていましたＩＣカード、参考資料の７２ページ、ＩＣ

カードなんですが、これは今吉賀高校も通学の支援をされていると思うんですが、こういうとこ

ろへは使われるのか、それとも高齢者といいますか、移動用の、六日市病院来るからここへどう

するかとか、どういうふうにそのＩＣカードを町内の利用者に当てはめていくかというのをお聞

きします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  御説明いたします。 

 今回この交通系ＩＣカード導入支援補助金というのは、いわゆる交通事業者──石見交通株式

会社に対する設備を新規に整備するための、その費用に関する補助金でございまして、利用者に

対する補助金ではございません。ＩＣＯＣＡという交通系ＩＣカードがこれで利用できることに

なります。利用者はといいますと、それぞれの方がこのＩＣカードを利用されるんであれば、Ｉ

ＣＯＣＡというカードでもよろしいですし、交通系のＩＣカードで非接触で決済ができるという

ことになるということでございます。 

 今、非接触ということが出ましたが、この背景には今日までの新型コロナウイルスによる影響

等もございまして、交通会社がより積極的に導入したいというお考えでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  やはり、事業をする上には、利用をして何かメリットがなかった

ら、そのカードを発行するのは石見交通であっても、それに協力するということは何かそのいる

んじゃないんですか。ただ業者がそのカードを発行するからそれ補助金出してくださいと、ほん

じゃそれをどういうふうに町民の皆さんにその利便性を持って利用してもらうかというところま

でしっかり考えるべきじゃないかと思うんです。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  現在、吉賀町内でそのＩＣ系カードを利用されている方が何人いる

かは分かりませんが、世の流れであります非接触による現金を使わない支払いができるというこ

とは本人様、小銭とかの管理も不要でございますし、今まではバスの運賃箱の中に入れていたも
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のが、何も操作せずに置くだけで決済ができるということは非常にメリットになろうかと思いま

す。今の交通系のＩＣカードで、例えばほかの決済もできるわけでございますから、やはりなか

なか今吉賀町内において高齢者の方がすごく利用されているかどうかというのは把握しておりま

せんけど、いずれそういうことになってくるというのを推進するためにも、町として補助金にお

いて支援したいという考えで計上させていただきました。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  今もう現実に石見交通はバスカードというカードを発行されてお

りまして、そういうところも今の通学のところに使用できないかとかいろいろと思っていたんで

すが、そういうのも踏まえてやはり利用をちゃんと目的を持ってやるべきじゃないかと思います。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  補足としてお答えいたします。 

 今のバスカードにつきましては、交通系ＩＣカードが整えば廃止となるということで聞いてお

ります。背景には、もうこういう非接触のＩＣカードが普及したことにより、カード自体を作る

会社が経費的にも追いつかないということもあるというふうに説明を受けております。 

 利用者にどういう利便性と言われれば、今のバスカードを配る配らないとかいろいろ高校生へ

の支援はあろうかと思いますが、それはまたちょっと別の段階で考えさせていただければと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  かなり質疑も出ましたんで、次のほうへ移りたいと思います。 

 それでは、質疑についてはページ５２から７２の民生費及び衛生費のほうへ移ります。 

 質疑を許します。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  資料のページで７９ページ、社会福祉総務費で新規で重層的支援

体制整備事業への移行準備事業委託料としてあります。これは、例えばいきいきまちづくり計画

などで生活支援体制整備とかいうようなこともありますが、そういうものとの関連、それから、

今福祉関係でいろんな会議が幾つも設置されたりしているので、ちょっと分かりづらいので、ま

ず、このなぜ重層的支援体制整備かということについてお願いします。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  重層的生活支援整備体制の部分についての御質問でございます。

こちらにつきましては、資料７９ページのほうに３００万円ほど計上させていただいておるもの

でございます。 

 基本的に、様々な社会福祉法等のそれぞれ各法律に基づいて、これまでこと具体の支援、例え
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ば高齢者に対する支援、あるいは障がい者に対する部分、児童福祉に対するところというような

ところを個別に対応してまいっておる状況でございますけれども、まず、そういった制度的なと

ころのはざまにある部分、そういった方々への支援というのも課題でございました。 

 そういったところを支援していく中で、いわゆる包括的な支援というようなところを、これま

で町といたしましても実施をしてまいったところでございますけれども、個々のケースの中には、

例えば１つの家庭の中に高齢者の問題を抱えることと併せて障がい者の問題、あるいは児童福祉、

虐待の問題等々、様々な重層的な支援が必要な状況が全国的に非常に多く見られるというような

ことが起こってまいりました。 

 そういった部分に対しまして、国のほうといたしまして、今後こういった重層的支援、こちら

のほうに対応できるように社会福祉法等の改正がなされ、それに基づきまして、それぞれの市町

村において、そういった重層的な支援が必要なケースに対応できるような体制を整えるようにと

いうような方針等に基づきまして、今回、令和５年度より本格的にこの体制が実施できるよう、

移行のほうを準備をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 議員御指摘ございました、これまで様々な取り組みのほうを、こと個別にやってまいりました

けれども、こういった体制ができることによって、それぞれこれまで実施をしてまいりました個

別の部分につきまして、あるいは様々な会議等々につきましては、集約が可能なものについては

集約化を図っていきながら、事業等につきましても集約化を図っていきながら、重層的な支援が

町内で実施できるよう進めてまいりたいという考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  それでは、続きまして資料の８１ページ、男女共同参画推進事業

費で、男女共同参画計画策定委員１２名ということで委員の報酬等上がっております。今度第

３次ということでなるんですが、今、国のほうでもジェンダー平等というようなことについても

積極的に発信をされつつあります。 

 その中で、単純に人と人の割合が差がないようにとかいうことと併せて、賃金格差の問題、そ

ういうことも今取り沙汰されておりますので、そういう格差の是正とか、それから、これまでも

ありましたけども、意思決定機関での一方の性に偏らないということも第２次のときも言われて

いるんですが、もう少し、指標として明確にどのくらいにするとかいうものを、この計画の中で

は打ち出される方向で検討をされるのか、お聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えします。 

 令和４年度に第３次の男女共同参画計画を作成するということでございますけども、先ほど議
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員が仰せのとおり、今回、第３次につきましては、まだ事務局案ということでございますけども、

一つの柱としまして、ジェンダーギャップの解消、その部分を強く出したいというふうに今考え

ております。 

 先ほど御質問に賃金等々のお話もありましたけども、そういったところも今後、この策定委員

の皆さんといろいろ協議しながら決めていきたいとは考えております。 

 それから、各種協議会であったり委員会であったりというところ、意思決定機関においても、

なかなかその目標の男女比とかが達成できていないというところがございます。 

 クオータ制の導入とかまで踏み込んだ議論ができるかどうかというのはございますけども、や

はり、ジェンダーギャップを解消して、男性も女性も対等な立場でいろんなとこで議論ができる、

そういったまちづくりが重要だと考えておりますので、今回の３次の計画につきましては、そう

いう方向で進めていきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  続きまして、参考資料の８２ページ、新規で出ている分の下の中

核機関運営業務委託料ということで出ております。 

 これは２月８日の全協の資料で、これは１９ページのほうでも出されていますけども、この中

核機関の責任ある役職というか、町と社会福祉協議会とで構成をされることになるんですけども、

最終的にやることに対しての責任をどこがきちっと持つのか、どういう仕組みになっているのか

ということについてお聞きをいたします。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  中核機関の設置についての御質問でございます。その辺につい

て御説明させていただきたいと思います。 

 中核機関、こちらのほうにつきましては、成年後見制度の利用促進を一層推進していくために、

その中核的な機能を担うものということで設置をさせていただくものでございます。 

 想定される業務といたしましては、いわゆる成年後見制度の広報に関する部分、それから、具

体的な相談に対応していく部分、それから、利用促進を図っていく部分、それから、実際の後見

人さんのほうを支援していくようなところ、それから、不正防止等々に対応していくというよう

なところを担っていくということでございます。 

 中身については非常に専門性が伴うものでございますので、町のほうにそういった専門職がご

ざいませんので、そういったところで社会福祉士等を十分確保しております社会福祉協議会のほ

うに、その内容の一部について委託をさせていただき、双方で実施をしてまいるというような考

えでおるとこでございます。 

 その部分につきましての様々なところでの最終的な責任というところにつきましては、やはり
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設置の主体といたしましては町ということになると思いますので、町が担ってまいるというふう

に考えておるとこでございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。１番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  ６７ページなんですが、００２で一般不妊治療費助成ということ

で金額が僅かなんですが、これは不妊治療に高額なお金がかかるということで、少しではあるが

助成をするということだったと思うんですが。 

 この４月からこの不妊治療につきましては保険扱いになるということが決まっておりますが、

ただ、回数とか年齢に制限はありますが、一応国保扱いということになるんですが、保険扱いに

なっても町の助成事業は続けられるのか、そこをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  永田課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  ただいまの質問にお答えいたします。 

 不妊治療に対する助成の継続は、保険適用になる分はどうなのかということでございますが、

基本的に、これまで町のほうで助成をしておりましたのが、保険適用に係る部分の自己負担分に

ついての助成ということで制度を創設してまいりました。 

 今回、その保険適用になる不妊治療の部分が拡大をされましたので、そちらのほうも含めて自

己負担分については、これまでの制度を継続して実施をしてまいりたいというふうに考えておる

とこでございます。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  資料でお聞きをいたします。１０２ページ、地域医療対策費の地

域医療確保緊急対策事業補助金、これまで続けられている分ではありますが、このうちの不採算

地区公的病院で１億６,１１２万円というふうになっております。これの算定の根拠、特にベッ

ド数の関係を含めてお願いします。 

○議長（安永 友行君）  永田課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  不採算地区に対する１億６,１１２万円のところということで

ございます。こちらにつきましては、いわゆる地域医療を担う社会医療法人のほうに、特別交付

税を財源として支給させていただくものでございます。 

 こちらの算定根拠につきましては、１ベッド数幾らという基準の単価がございまして、そちら

のほうを該当します病床数に乗じさせていただきまして出てまいりますのが、こちらの金額とい

うことになっておりまして、こちらのベッド数につきましては現行の１１０床、こちらのほうを

基準にして、令和４年度については算定をさせていただいておるところでございます。 

 今後、ベッド数の削減等々が実施されてきた場合においては、この部分が、そのベッド数に応

じて変動してまいるというふうに考えておるところでございます。 
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○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  参考資料の９８ページで、放課後児童対策事業費がかなり平成

３０年から増えているんですが、指導員さんの処遇の改善とか図られて上がってきとるとは思う

んですが、児童の人数といいますか、そういうのがどういうふうに推移してきているかというこ

とをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  資料が下のほうにあるらしいので、５分間休憩します。 

午前11時22分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時31分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 民生費及び衛生費に移って質疑中です。答弁残りを永田課長からしてもらいます。永田保健福

祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  大変失礼いたしました。放課後児童クラブの登録児童数、こち

らのほうにつきましては、先般、条例改正のところで説明させていただきました。定員のほうを

増やさせていただいております。利用数については、現在増加をしておる状況でございます。 

 令和３年度の基本的に利用を希望されておられます登録者の方々、こちらのほうについては

１７０人全体でおられる中で、令和４年度にはそれよりも増加するということで、まだ現段階の

とこなんですけど、１７５人の方が登録を希望されておられるという状況でございます。 

 先般説明のほうをさせていただきましたが、合併後に最大の出生数となりました年代の児童さ

んも今後入所が見込まれるというようなところから、定数のほうを増やしておるとこでございま

す。 

 なお、それに伴って予算額のほうも増額しておる状況でございますけれども、こちらにつきま

しては、いわゆる直営の部分では対応できないところを、町内にあります法人保育所のほうに委

託をして実施をしております。 

 令和４年度につきましては、この部分を、かきのき保育所のほうにも拡大してまいりたいとい

うふうに考えておるとこでございまして、その部分に伴う委託料のほうが増加をしておりますの

で、予算的にはこのような状況となっておるというところでございます。 

 以上でございます。大変失礼いたしました。 

○議長（安永 友行君）  ５番、河村由美子議員。 

○議員（５番 河村由美子君）  予算書の６６なんですが、説明書は１０２ページ、医療対策専門

員というとこなんですけども、当初は任用職員を１名と庁内職員を２名、３名ということを聞い

ておったと思うんですが、２名にされた、１名増員された理由、そういうのは主な理由というの
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はどういうことが上げられるのかということと。 

 やはり今、今日は３月１７日ですから、４月１日スタートということになれば、町の職員の

２名と任用職員新たな２名は確定しておられると思うんです。そういったことは、氏名の公表並

びに議会に紹介ぐらいしてほしいなという気持ちがあるんですが、その辺のところはどういうふ

うに考えておられるのかなという気がしますので。 

 いろんなものをこっちが用意して、間借りをして家賃５万円月々払うんでしょ。そういうふう

にして１部屋頂いてスタートするわけですから、ぴしゃっとしたものができておるとは思うんで

す。予算をつくるのは簡単なことでしょうが、人員のほうがきちっとされているところがあると

思いますので、その辺のところをきちっと明確にしてほしいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  失礼いたします。最初のいわゆる配置する職員、正規職員の部

分と、あとは会計年度任用職員というようなところで、当初想定していたものと現在の違いとい

うようなところはどういったところから来ているのかというような御質問だというふうに思って

おります。 

 当初は、先般、１１月２２日の全員協議会のところについては、具体的な人数のほうは申し上

げておりませんでした。 

 あの当時は医療対策室というふうに申し上げておりましたけれども、医療対策室に従事する正

規職員の部分の数名と、それから、あの当時、会計年度任用職員の制度しかございませんでした

ので、その範囲内で想定をしておりまして、その部分で数名が必要であろうというような認識を

しておったところでございます。 

 その後、具体的に設置するのは医療対策課がふさわしいというようなところ、あと、対応する

業務につきましては、医療行政全般というようなところになってくるようなところ、それから、

あと病院のほうに派遣をして任期付で対応をしていく職員が必要だというようなところがござい

まして、今回、条例のほうを上程させていただいております任期付採用の職員制度、こちらのほ

うを新たに設けて、いわゆる期限付で、会計年度任用の場合は、どうしても従事する日数等々に

制限等々がございますので、そういった部分を対応するためにも、新たな任期付採用職員制度と

いうのが必要になったというようなところでございます。 

 そういったもろもろの部分を検討させていただきました結果、今後、４月以降のところから対

応していくには、いわゆる医療対策課ということでございますので、管理職１名と、それと町の

正規職員１名、それから、具体的に、これまでの病院経営等々に精査をした人物というようなと

ころで、先ほど言った従事日数等々の制約のない部分の職員が２名必要だというようなところで

の任期付職員２名、それと、その他関連します公設民営化に向けた準備等々対応するもろもろの
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ものが想定をされますので、会計年度任用職員２名が必要であろうというような状況から、現在

そのような状況で対応、準備等々を行っているということでございます。 

 また、場所等につきましても今、病院のほうと協議を重ねておりまして、具体の室等が決まれ

ば４月１日の設置に向けて進めてまいりたいというふうに思っておるとこでございます。 

 あと、その他の、いわゆる議会の皆様方へのアナウンス等々の部分につきましては、町長のほ

うからお答えをさせていただきます。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  今日が３月の１７日で、医療対策課を設置を予定しておりますのは４月

１日ということで、医療対策課の設置に向けての私の決意というのは、先般、一般質問で１番議

員のところで私の思いなりも答弁させていただいたとおりでございまして、今、議会中でござい

ますが、少しずつといいますか、スピード感を持って今準備をしているところでございます。 

 配置職員の名前の公表というようなこともございました。（ラクサク）ではございませんが、

できない事情があります。課の設置条例と任期付の条例が可決をされていない。いわゆる担保を

頂いていないわけですから、その前段で我々が今考えている持ち物を公表することは、これはで

きません。 

 ですから、明日が最終日でございますが、そうしたものが、もろもろの事務手続が終わって、

そのような環境が整えば、今回の医療対策課の話がございますが、それでなくて、管理職の定年

退職といいますか、退職があったり、ほかの人事案件もありますので、それと含めての人事異動、

４月１日の定期異動になりますので、毎年３月の定例会が閉会した後に、４月１日の内示等も行

っているような慣例がございますので、そのタイミングでというふうに思っております。 

 ですから、そうしたことで職員に内示が終われば記者発表もいたしますし、そういたしますと

新聞にも出ようかと思います。 

 もちろん議会が閉会しておりますので、この議場でそうしたことを公表するということは、御

紹介するというのはちょっとスケジュール的にできませんが、そうしたメディアを通じた形での

公表はさせていただきますし、場合によっては議会事務局長のほうにもその内示の内容は公表す

るわけでございますので、等しくですね、そちらのほうから情報を入手していただくすべはあろ

うかと思いますので、その点はどうか御理解を頂きたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ５番、河村由美子議員。 

○議員（５番 河村由美子君）  今朝、議運のほうで、追加議案ということを聞いたわけですけど

も、大体こういうことを、公のものを議を経てやるというときには、条例を制定せないけんとい

うことは事前に分かっていることだと思うんです。今日になって今期のことができないというよ

うなことで、私は、業務ミスというか、（  ）だというふうに感じるわけなんです。 
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 その辺のとこはどういうふうに捉えておられるのか、その重要性というか、多額のお金のかか

る費用、人員もたくさん要るということになればですね。これがもっと事前に条例が設定してで

きて、きちっとできておったら今日でも明日でも公表はできたわけでしょ。そういうことがなぜ

今日になって、昨日になって発覚したのかなというようなのを思うんですけど、担当課、いかが

ですか。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  今、議運のほうで云々というのは、多分、明日上程をさせていただく予

定の派遣法の関係だと思いますが、これも決して事務を怠っておったわけでなくて、吉賀町とい

たしましても初めて、いわゆる町の職員をほかの団体へ、行政以外の団体へ派遣をするというこ

とが初めての経験ということもございます。 

 ですから、そうしたところが気がつくのが遅かったというのは、これは包み隠さず申し上げま

すが、そうしたところがあったということでございます。 

 それは追加で上程をさせていただくという予定ではございますが、いずれにしましても、それ

も含めて、さっき言いました課の設置条例、いわゆる機構改革の一部改正と、それから任期付職

員のその条例も明日でないと最終的な議決を頂けないということでございますので、いずれにし

ましても、申し上げましたように人事異動の内示もそれが終わってからと、ですから、今回の医

療対策課の職員の配置についても、その後ということになるということについては御理解を頂き

たいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  さっきの質問の関連ですが、１名を２名に増やした任用職員、

私は、職員の異動は、それはここで公表しなくても結構だと思います。 

 ですが、最初１名の方を説得して、御理解を頂いて承認を頂いたと思うんです。その後に２人

目の方も多分、承認というか、了解を頂いておるので、この２名というのが出てきたと思うんで

すけど、私は、この課の設置条例がまだ可決されていないから、ここで公表されないというのは、

少し、法的に言えばそうなんかも分かりませんけど、詭弁にすぎないんじゃないかと思うわけで

す。 

 もし、この議案がこういうことで否決された場合は、相手の方に対してどうされますか。やは

りここはきちっとした話合いをして、理解を頂いた上で物事を進めたほうが正当なやり方じゃな

いかと思うんですけど、違うんでしょうか。 

 こっちがぜひ聞きたいわけじゃないですよ、その方の経歴なり氏名を。しかし、やり方とした

ら、こういう人選をしたから御理解をいただきたいというのが、それは執行部のほうの姿勢じゃ

ないかと思うんですけど、違うんでしょうか。 



- 380 - 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  まず１名、病院に派遣する方が１名というようなところと、あ

と、その部分が２名になったというところについて説明をさせていただきますと、そもそも今回、

いわゆる病院の内部的な支援を行う中で、町のほうとして必要なのは、数名の職員が病院の事務

部のほうに派遣をさせていただきまして、１名ではなく複数名の体制で支援をさせていただこう

というような計画を持っておったところでございます。 

 その部分をもって理事長のほうと協議をさせていただいたところ、まずは１名の派遣について

は御理解を頂いたというところですけれども、実際に具体的に複数を派遣する中で、どういった

体制でしていくのがベストなのかというようなところにつきましては、当初派遣をさせていただ

いた１名の方と協議をさせていただく中では、こういう体制でやりましょうというところが確定

してから派遣をしてもらいたいというような御回答があったとこでございます。 

 そういったところでまた、こういう体制でやりましょうというようなところにして、それを実

施していく場合には、年度途中でのそういった派遣というようなところは非常に厳しいものがあ

るというふうに考えておるとこでございまして、そういった協議が整い次第、直ちに病院の内部

に町の任期付採用職員を派遣ができるように確保していくということで、そういったところから

いろいろと検討をさせていただきまして、現在、任期付採用職員２名を確保して、最初の１名と

いつでも派遣ができるような体制を４月１日以降取っていこうということで、今回関連する条例、

予算等々を上程をさせていただいておるところでございます。 

 その部分の経緯については、そういったところでございます。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  いやいや、その１名が２名になった経緯を聞いておるわけじゃ

ありませんで、町長が言われた条例が可決しないから、その２名の方の公表はできないという答

弁だったと思うんですけど、お互いの信頼関係の中でこの議会を運営していく中で、あるときは

きちっとしたことでやろうとするし、はっきり言って、公表してはならない理由が全く理解でき

ません。 

 ここはお互いオープンにして、議会の理解を得るのが普通じゃないかと思うんですけど、そう

いう意味で質問したわけでありますので、１名が２名になった経緯なんかは、それはそれで、最

初のもくろみが違ったからそうなったんでしょうから、それは結構なんですけど、公表できない

理由を、まだ議案が通っていないからという理由にはしてほしくないということであります。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  私の言い方が悪いのかよく分かりませんが、任期付採用職員の名前をこ

の段階で公表できるんであれば、医療対策課へ置くそこの課長も職員も公表できるはずなんです。 
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 ただ、それが今この段階でできないというのは、もう１回言いますが、課の設置条例の一部改

正で医療対策課を機構改革で組織再編をしてもいいという議会のお墨付きがあって、その次の段

階で職員に内示をしてやると。ですから、任期付採用職員も、その条例でそうした制度が議会で

お墨付きを頂いたという前提でないと、そうした職員を発令できないという、我々行政のほうと

してはそういうふうに認識しております。 

 それ以外のことは私も申し上げられませんが、私は、物事の順番といいますか、組立てはそう

いうふうに理解をしております。 

 以上でございます。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。１１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  先ほども出ましたが、９８ページの放課後児童クラブのことで

すが、受入先も増やして子どもさんのきちっとした指導ができるというのは大変結構なことだと

思います。 

 それと、各保育所にこうやって委託するというのも、保育所の運営にもプラスになると思いま

すので、これはこれで結構なことだと思いますけど、小学校も保育園もですけど、学習指導がで

きる職員の配置ができているかどうかというのをお聞きしておきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  永田課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  お答えさせていただきます。 

 放課後児童クラブに限った部分でしか私のほうからはお答えはできないんですけれども、今現

在、支援員等々町で確保しておりますけども、中には教員免許等々をお持ちの支援員さんもおら

れます。 

 それが果たして全員かといいますと、そうではございませんので、全ての放課後児童クラブの

ほうで、そういった学習指導の体制が整っているかといいますと、そういった対応はできていな

いというようなところが現状でございます。 

○議長（安永 友行君）  まだあるかとは思いますが、今日の最終盤で全般的な質疑はするように

しますので、民生費及び衛生費については、ここで一旦置いて、午後、労働費及び農林水産業費

に移ります。 

 ここで昼休み休憩にします。 

午前11時55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、午後の会議を開きます。 

 ３番目になりますが、労働費及び農林水産業費、ページ７２から８５の質疑に移ります。質疑
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を許します。 

 失礼、ここで先般の質疑等での答弁残しと、また、全協での答弁保留もありますので、目３の

農業振興費、また関連して全協の答弁保留もありますので、堀田産業課長の発言を許します。堀

田課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  失礼します。最初にお時間頂きまして、２月２５日の全員協議会で

事業説明した際に、いろいろ御質問のあったことに対する回答と補足説明をさせていただきます。 

 まず、予算書なんですけど、７６ページ、有機農業振興費、上から８行目の有機農業推進協議

会運営資金貸付金について事業説明した際に、町内で有機農業をしている人は何名かといったよ

うな御質問があったかと思います。２０２０年の農林業センサスのデータがございまして、吉賀

町内に農家が４５９経営体ございます。この経営体というのは、３０アール以上の農家を言いま

すので、実際の農家数とは違うわけなんですけど、そのうちの有機農業をされている方が７８経

営体です。割合にしますと１７％になりますので回答させていただきます。 

 それから、有機農業をされている方の平均年齢はという御質問もあったかと思います。環境保

全型農業のうち、有機農業の取り組みをされている方が２２名いらっしゃるという説明をさせて

いただきましたけど、平均年齢は５４歳でございましたので回答をさせていただきます。 

 それから、補足説明といたしまして、予算書で言いますと７５ページの下から１０行目、農産

物物流強化事業補助金の説明の際には、対象者のところの説明で、農産物等多品目の取扱いがあ

って、出荷者２０名以上の町内に事業所を置く法人・団体ということで申し上げましたけど、そ

の後、ＪＡさんとか、いろいろデータをもらいながら検討しましたけど、ある程度、年間に野菜

を売り上げる方が集まらないといけないということで、いろいろデータを集めますと、実はあま

りいないんじゃないかということが分かりまして、とりあえず目標は２０名以上ということです

けど、最初は１０名以上から事業をスタートしたいということで想定していますので、あわせて

補足説明をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは、質疑に移ります。質疑はありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  予算書の７５ページで農業振興総務費のうちの７５ページの上か

ら８番目、調査分析委託料として農業振興計画策定支援業務ということで資料のほうで言われて

おりますが、この策定支援なんですけども、実際にはどういう中身の仕事をされるのかお聞きし

ます。 

○議長（安永 友行君）  堀田課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  今、農業をいろいろ振興する上で基本となる計画が、実はなくて、

そういったビジョンを一回作成して、吉賀町としてはどうするべきかというのをしっかり計画を
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つくった上で、いろいろ今後の農業振興をしたいと考えておりまして、なかなか職員でやるには

高度なこともございましたりする関係で、アンケートをとったりとか広く町民の意見を聞きたい

ということもございまして、業者に委託をしてそういった基本計画を作成したいということで、

今考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  予算書の８０ページです。それから資料の１３１ページですが、

００７の農村地域防災減災事業というところで２,４８９万５,０００円の予算がついております。

資料のほうで１３１ページのほうですが、継続ということで久保田用水路改良工事というのが

１５１万６,０００円の予算立てがしてあります。これは、一昨年、私も一般質問で、あの水路

が通学路で、子どもさん方が朝夕、大雨時に大変だということで質問させていただいたことがあ

ります。あそこは通学路なんで早急にやりたいということで、現在、私も先日、現場のほうを見

に行ってみましたが、工事区間が二、三十メートル、ほとんど短い区間なんですが、地元の方も、

もう３月なんであれで終わりでしょうというようなお話をされておりました。 

 私、思うのに、今年度はそれなんですが、また、令和４年度もここに１５１万６,０００円の

予算がついとるわけですが、おととしの質問のときも、早急にやりたいというお話がございまし

たけど、あの２０メートル、３０メートルぐらいの工事区間では、なかなからちが明かんのじゃ

なかろうかというふうに思います。この１５１万６,０００円が、この久保田の用水路というの

が、ずっと奥からここまで、役場のところまで来ておると思うんですが、それを全体で言えば、

どこの部分かちゅうのは、私も分かりませんけど、私が思うのは、その通学路ですか、そのこと

を、この予算に上げておるのか、また、いやそうじゃないよ、まだこっちに用排水路があるから

こっちだよということがあるかもしれませんが、私が言いたいのは、通学路を早めに改修してい

ただきたいと。朝ですね、私も朝６時頃でしたか、大雨の時に行くと、お話ししましたけど、六

日市小学校の教頭先生が朝６時に、また７時頃に生徒をまた迎えにいくというようなことを、朝

早くから、女性でしたけど、大変苦労されておりますので、できるだけ早い機会に改良事業をし

てあげたらいいんじゃないかと思いまして、この予算を見て、きっと少な過ぎるんじゃなかろう

かと思いよることですが、その辺のことを建設課のほうから、ひとつ御説明していただけたらと

思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  ただいまの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 議員のおっしゃいますとおりに、ここに上がっております１５１万６,０００円、久保田用水

路改良工事につきましては、今、通学路になっておりますところの部分の水路の改修ということ
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になります。 

 通学路点検のところで、議員もおっしゃいましたけれども、通学路点検のところで水が溢れて

危険であるということで御指摘をいただいた部分でございまして、この部分を改修していくとい

うものでございます。 

 改修をしていきますと止まるんですけど、そうすると今度は次のところが溢れてまいりまして、

結局、指摘をされたところが、言うてみれば噴いとったのでありますが、冠水しとったので下の

方には影響がなかったと言えば影響なかった。けど、直しますと、今度は次へ次へと下がってま

いりますので、そういった部分については、手当てをしていかないといけないということで、下

がった部分についても、やはり拡張と言いましょうか、水路の拡大が必要だろうということで計

上させてもらったものでございます。 

 ですから、全体の部分に当たるところを計画しとるところではございませんが、基本的には、

洪水等が予測される場合におきましては、やはり水利権者さんの水の管理というものも非常に重

要になってこようかというふうに思っておりますので、やはり緊急的に回避しなければいけない

部分については、こうして手当てをし、また、水利権者さんによって、水の取水等のコントロー

ルについても、今後は話をさせていただきながら、いろんなところで町としても関わっていけれ

ばと思っておりますので、そういったところを今後話をしていきたいなというふうに思っていま

す。 

 なかなか水を止めることができないというのも、こちら事情は分かっておりますし、そういう

中では、やはりこの頃、水の量がやっぱり多くなってまいりましたので、豪雨のときの水の出方

が多くなってまいりましたので、やはりそういったところの話し合いも必要かな、そして役割分

担も必要かなという気がしておりますので、そういったところも併せて対策をしていきたいとい

うふうに考えておるところであります。 

 それから、ここでは出てきませんけれども、通学路の点検のときには、反対側の田んぼの高さ

があるもんですから、ここのほうが危険だというところがございましたので、これにつきまして

は、この転落防止柵等を手当てをしていくという作業も４年度でしていくというふうに考えてお

りますので、これについても御理解を賜りたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかに。８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  関連質問ですが、樋口地区の用水路改良工事というのがあります

が、この内容は前、火事があったとき、用水路を利用して水が取りやすいようにするという、そ

れとは別ですかいね、ちょっとお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 
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○建設水道課長（早川 貢一君）  ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

 樋口地区の、消防の時の取水のためのということがございましたけれども、その分とは関連ご

ざいません。 

 これにつきましては、１２月の補正のところだったと思いますけれども、井戸を替えて、取水

の水が無駄にならないようにという、そういう手当てをしていきましょうという、そういう業務

の設計をさせていただきたいというお話があって、その分の実施部分に係ってくる分というふう

に御理解をいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  ７５ページの上から何列ですね、不動産賃借料というのが１７１万

２,０００円、アンテナショップの使用料賃借料が、その１７１万２,０００円で上がっておりま

すが、昨年の資料を見ますと、昨年は４１０万８,０００円が賃借料で上がっておるんですが、

約３分の１に賃借料が下がっているんですが、この理由と、それと、このアンテナショップの不

動産契約ですね、今何年間の使用で、今何年目かをお聞きします。すいません、資料は

１２１ページです。 

○議長（安永 友行君）  堀田課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  お答えします。 

 不動産賃借料ということですけど、アンテナショップは町が見るのは３年間ということでござ

いましたので、８月までの賃借料を計上させていただいています関係上で１７１万２,０００円

ということで計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  資料のほうでお聞きします。資料の１２６ページで、ふれあい会

館の管理費として、新規でＢＥＭＳ管理業務等作業委託料というふうになっていますが、作業委

託料の作業の中身についてお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  山根室長。 

○柿木地域振興室長（山根 徳政君）  お答えをさせていただきます。 

 ふれあい会館も３年度で改修をしまして、電気料とか空調と照明を交換をしております。それ

から、太陽光発電、蓄電池のほうで蓄電をいたしますが、その蓄電する電力とか、ＬＥＤ照明の

使用料とかの情報収集をするというものでございまして、実際の作業をするかということはあれ

なんですが、使用状況を通信をして会社のほうで情報を受け取る、現場のほうでも情報について

は、情報を備蓄といいますか、しながら、どれぐらい省エネできているのかというところについ

て委託するものでございます。 
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○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  その業務が、会社のほうに委託しなくても、いわゆる情報端末を、

例えば地域振興室内のところで置いて、間、間で監視をするとかいうようなシステムにはできる

んですか。 

○議長（安永 友行君）  山根室長。 

○柿木地域振興室長（山根 徳政君）  データ自体は、ふれあい会館の事務室内のほうにとること

もできますが、その分析に係るものについては委託をするということで、３年間だったと思いま

すけども、長期的にどういう推移で動いていくのかという分析のほうを委託をしてお願いをする

というものになりまして、振興室のほうにデータも受け取ることは可能でございますが、分析に

ついては振興室のほうでは、ちょっとできかねるかと思いまして、その内容についての委託とい

うことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  今の件でお聞きするんですが、分析をしなければならないような、

そもそものシステムなのか、いわゆる積算しながら、どのシステムでどれだけ電力、まず発電の

ほうもありますし、使ったかということも、基本的に積算されるものだと思います。そういうこ

とを別の会社でやらなきゃいけないようなシステムになってしまっているのは、ちょっと不思議

なことと、それと今言われたように３年間の推移ということで、これらについては、この事業の

制度的に報告の義務があるということでいいのかお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  山根室長。 

○柿木地域振興室長（山根 徳政君）  お答えいたします。 

 こちら、３年度において環境省のほうの補助金を頂いてやっております。それの補助金の内容

に基づいて行っておりまして、３社で３年度に工事のほうをやっておりますが、その中のその情

報収集に対する会社のほう、３年度も同じように委託をしておりますが、それは引き続き委託と

いうことになっております。 

○議長（安永 友行君）  関連で企画課長のほうから発言を求められております。深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  関連ということでお答えさせていただきます。 

 ２年度から３年度にかけまして、健康増進施設ゆ・ら・らのほうを、環境省の補助事業を頂い

て改修を行っております。 

 まず、今振興室長も申し上げましたが、補助の採択要件で、３年間電気料金の把握をするとい

うことがまず１つと、あと高効率化を目指すということになっております。いわゆる、「ＢＥＭ

Ｓ」といいますのは、データを集めた上で、今度は具体的にどう運用すれば省エネにつながるの

かということを検証する必要があります。 
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 ゆ・ら・らを例えて申し上げますと、例えば、ＬＥＤの照明を１００％にするか、５０％にす

るか、３０％にするか、なおかつその時間をどうしていくかによって高効率をより目指していこ

うという、こういう分析は、どうしても必要となります。エアコンの温度も何度に設定するのが

一番効率的か、一遍に全部動かすのが効率的なのか、部分的に動かすのが効率的なのか、そうい

う検証を全てやっていただきますので、ちょっと我々のところでは、その分析はできませんので、

委託するということで今、委託料を計上しておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。４番、桑原議員。 

○議員（４番 桑原 三平君）  ８３ページ、林業振興施設管理費の解体撤去工事費ですね。これ

は、菌床関連のハウスの解体ということですが、１７棟、１棟当たり１５０万円近くかかるわけ

ですが、それで、これは解体と処分も含めてでしょうか。 

 それとあわせて、ほかの鉄骨の構造の建物、いろいろまだ施設が残っていますが、そのことに

ついて、今後はどういうふうな予定をされているかお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  堀田課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  議員おっしゃるとおりに、培養ハウスが１７棟ございまして、それ

の解体撤去工事費ということで計上させていただいております。ビニールハウスの関係で、公共

単価がないということで見積りをいただいて予算計上していますけど、今のコロナの関係で資材

はかなり高騰しておりまして、ハウス、骨組みが欲しいという方も何件か問い合わせをいただい

ておりまして、解体した後には、１４棟が、きれいなハウスということで、今見積もっています

けど、公売にかけまして、買えるものは買っていただいた後に、残ったものは処分したいという

ことで計画をしております。 

 それからほかの菌床工場とか、そういったもろもろの建物は、補助金を使って建てて、まだ償

却が残っていまして、ほかに今、転用ができないということもございまして、今、国とほかに転

用ができるように折衝しておりまして、おおむね了解をいただいていますので、例えば、集出荷

センターにつきましては、今、菌床シイタケに限っての集出荷センターとなっておりますけど、

農林水産物を扱う集出荷センターとして活用できればというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桑原議員。 

○議員（４番 桑原 三平君）  その解体撤去工事ですが、これ私は、地元の解体関連の業者に出

していただきたいと思っております。 

 それと今の堆肥工場ですね、それなんかも、まだまだ本当は堆肥が、菌床が生産しなくなって

も、まだ菌床の残った菌床かすもあるわけでしょうから、堆肥をという活用は少しでも残すべき



- 388 - 

だと、また、そうした別の堆肥、今はし尿処理の、昔、堆肥にするという話がありましたですが、

今それはなくなったんですが、そうした堆肥をもっと有効的に使えるような感じで残すべきだと

思っておりますが、その点、ちょっとお願いします。 

○議長（安永 友行君）  堀田課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  お答えします。 

 堆肥工場につきましては、現在もキノコ生産組合のほうで廃菌床を堆肥化するということで使

用をしております。今後も、堆肥場として残すようなことで原課としては考えています。 

 以上です。（発言する者あり）培養ハウスにつきましては地元で発注したいというふうに考え

ております。失礼しました。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  予算書の８５ページなんですが、参考資料では１３８ページです

ね。旧高尻保育所施設の光熱費ということで上がっているんですが、前、入ってきたＩＴ関係か

何か…… 

○議長（安永 友行君）  １番議員、商工費じゃないかね。 

○議員（１番 桜下 善博君）  ８５ページまでだったんじゃ……（発言する者あり）そうか。す

いません、ページは一緒だが、違うたかね。すいません、後にします。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  さっきの資料で言いますと１３４ページ、林業振興施設管理費

で、関連でお聞きします。 

 解体した後に、１４棟を競売にかけるということですので、それはそれとして当然のことと思

いますが、今ハウスが建ててある土地ですよね、これは多分、私有地になると思うんですけど、

どういう状態で返されるものか、田んぼでしたので、そこに砂利とかいろいろな物を入れて菌床

ハウスとして使えるようにしとるわけですけど、その辺のところを少しお聞きしたいと思います。 

 それと、きのこ組合が集出荷センターを、今、借りて使っておるという、ここに電気代が出て

いますので、そういう方式になっていると思うんですけど、今の菌床で、支援をしとるとはいえ、

決してきのこ組合が望んだ形で今のような格好になったわけじゃないわけでありまして、私はや

っぱり指定管理者制度を入れて、きちっと管理料を払って、あそこの集出荷センターも管理して

もらって、今、たしか７戸の農家の方が菌床に取り組んでいると聞いていますけど、それ、正確

かどうか分かりませんけど、何人かの方が主に冬の副収入として、この事業に、菌床に、自分た

ちで取り組んでいるわけですよね。 

 そこでやっぱりこの施設を町の持ち物ですので、むしろ指定管理者制度を導入して、生産者を
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少しでも負担を少なくするような方法をとるべきだと思いますけど、産業課として、その辺のと

ころをどう考えておられるかお聞きしておきたいと思います。とりあえず、それをお願いします。 

○議長（安永 友行君）  堀田課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  お答えします。 

 まず、培養ハウスが建ててある土地の関係です。２名の方と、今契約をしております。契約上

は、原形復旧ということで田んぼにして返すという約束になっていますけど、地権者さんとの話

では、今いろいろ協議をしていますけど、田んぼにして返していただいても、もう田んぼをつく

らんというような話を伺っていますので、一部コンクリート敷等もございますけど、きれいに整

地をして返すようなことで、こちらとしては考えております。 

 それから、きのこ組合の話が出ました。集出荷センターにおきましては、今、菌床シイタケの

集出荷センターということで使用が制限されておりますけど、林野庁との協議で、農林水産物に

おける集出荷センターに用途変更してもいいよということで内示を頂いていますので、指定管理

制度を活用して、審査会等もございますので、そういったところにかけて、予定では９月議会に

何らかの形でお伝えできればというふうなことで考えております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  ただいまのところで関連してお聞きをいたします。 

 先ほどの答弁でも、１７棟のうち１４棟は材料について公売にかけるということで、あと残り

３棟のほうは、それに耐えられないんだろうということなんですが、今のパイプ等の材料を鉄く

ずとして売却されることになると思いますけども、それは売却の手続き等については、町のほう

でするのか、業者さんのほうでするのか、どういう形になっているかお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  堀田課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  今ちょっと検討しておりまして、入札で取られた業者が売って、有

価償却として、その分契約を減額するかとか、あるいは町としてやるかというのは、ちょっと今、

どちらがいいかというのは検討しております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。１１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  資料で１３２ページの鳥獣被害対策費ですが、鳥獣専門員を

１名追加するということでしたが、業務として、ここに書いてあるようなことに取り組むんでし

ょうけど、特別、前任者と変わった業務に取り組むというようなことは想定しておられるんでし

ょうか、お聞きしておきたいと思います。 

 といいますのが、美郷町の「山くじらブランド推進課」というのが、このたび「美郷バレー課」
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という課の変更をしています。産学官民のこの有機的なつながりをもって、ただ単に鳥獣被害を

減らして鳥獣を捕獲するという枠から、麻布大学とかいろんなところで総合的な取り組みをして

います。そういうことも視野に入れた増員なのかどうかということをお聞きしておきたいと思い

ます。 

○議長（安永 友行君）  堀田課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  お答えします。 

 今の段階では、今、１人鳥獣専門員がいますけど、同じような活動をしてもらいたいというふ

うに思っております。昨年もクマの錯誤捕獲が７０頭近くございまして、土日にかかわらず現場

に出たりして、かなり担当者にも負担がかかっているので、その負担軽減のためにももう一人、

１名増加ということで考えておりますが。 

 イノシシも貴重な資源というのは私も認識しておりますので、そういった肉がうまく活用でき

ないかとかいったような構想も持っておりますけど、具体的には、ちょっとまだ言えませんけど、

そういったことで今後も進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  ないようですので、次に移ります。 

 次の商工費及び土木費、ページにして８５から９４の質疑を行います。ありませんか。１番、

桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  資料の１３８ページの継続のところで、高尻保育所の光熱費が、

わずかでありますが上がっておりますが、ここは事業者が撤退をしたと思っているんですが、撤

退後も光熱費はかかるんでしょうか、そこをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 光熱水費といたしまして、２万６,０００円計上しております。これは光熱水費という名称は

ついておりますが、全額水道料でございます。水道料の場合は、メーターがついている限りは基

本使用料を払うということになっておりますので、その分を計上しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  予算書の８６ページになります。住宅改修支援事業補助金という

ところで９００万円上げておられます。この補助金に関して、一昨年は５００万円が補正で上げ

ておられたと思いますが、昨年もこの９００万円、同額の金額でありましたが、秋口には、もう
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全部使い切ったような状態で、その後、補正等々はなかったように覚えております。 

 この事業に関して、建築推進協議会という団体がかかわるところではありますが、補助金自体、

直接町民の方に下りる補助金になっております。これ大変、秋口に全部予算消化してしまうとい

うぐらい、町にとってはとても経済活動のほう、そして、町民の住宅環境整備にすごい起因して

いる、とてもよい補助金だと考えております。 

 今回、昨年と同じ同様の金額というのが安いのではないかなと思うのとともに、その執行状況

を見ながら補正等を組んでいただけるようなことをお考えかどうかお聞かせください。 

○議長（安永 友行君）  堀田課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  お答えします。 

 この事業は、平成２１年度からの事業でございまして、当初、かなりの方が利用されておりま

した。 

 つくり方として、申請は１回だけということでしたので、平成３１年ぐらいまでのところでは

２５件、３０件となっていたところを、令和２年度に１回リセットしましょうということで

５５件の申請が出たところです。 

 昨年も、９００万円負担計上させていただきましたけど、コロナで資材が納入できないという

ような噂もございまして、かなり早くから申請をして、８月末には予算を消化したというような

状況がございました。 

 今年度も同じような、例年度と同じように９００万円を計上しておりますけど、今の段階で確

約はできませんけど、状況を見ながら、そういった場面になれば、また対応していきたいという

ふうに考えておりますので、御理解をいただければと思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ５番、河村由美子議員。 

○議員（５番 河村由美子君）  先ほどの関連なんですが、１番の。旧高尻保育所の施設の２万

６,０００円の水道料ですね。これは、メーター器をつけておいたのかなということで、転用し

ているんだということなんですが、この予算より前に、あそこは、いわみ何とかいうのが先に入

っていましたよね。そしてあれは入る前には、あれは住宅、まあ住宅地というか、保育所を改修

して、七、八百万円かけて、笠江鉄鋼さんで、修繕されているんですね。 

 そして、あれは、何という名目だったか忘れた、（  ）というのが来られていまして、途中

で不在になられて、何か音信不通になったとか、病気になったとか、何とかかんとか尻切れトン

ボみたいになって、あの事業も消滅してしまい、使いもしない、もう１年以上たっておると思う

んですね。 

 そういう、どうも行政というのは、初めのときは意気込みがいいようだけど、途中はずっとこ



- 392 - 

の尻切れトンボみたいになってから消滅して、顛末を議会のほうも何も報告しない。ということ

は、我々も住民の代表ですからね、「あそこはどうなったの」って、「全然火がつかん、草ぼう

ぼうになってきているけど」というような話があるんですが、これ直接、２万６,０００円に引

っかけて言っているんですが、ああいうことをあまりしていくと、何もかんもそういう言い方を

されるんですよね。よそから来ていただくのは多いに結構ですが、その辺のところ、きちんと始

末をしないといけないと思うんですが。全体的に総括で言ったら企画、もちろんですが、どこの

課になるんですかね。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  総括という点ではございませんが、今の案件について顛末を、顛末

と言いますか、概要を説明させていただきます。 

 企業立地ということで、新たに入られるときに確かに、ちょっと今手元に資料がございません

ので金額とか施工業者さんのお名前出てきませんけど、改修したものでございます。 

 改修の内容でございますが、いずれにしても非常に腐食とか壁板の腐食で落ちていたり、床板

が腐ってぬれ縁みたいなのがございますけど、そこが腐って落ちていたりという、そういう改修

でございましたので、新しく起業される方のために設備として改修したということではございま

せん。通常の修繕の範囲でございました。 

 当時、地元の方への説明やいろいろなことを行いながら企業立地ということでございます。当

時としてはほかに情報系の立地というのが前例がない中で進めたので、非常に大きな話題となっ

たことは記憶しております。 

 その後、数年たちまして入居されていた方が、先ほど音信不通ということがございました、連

絡が取れなくなりまして、その後、文書でいろいろやり取りをして、弁護士の先生にも相談しな

がら対処したところでございます。 

 結果的には、債務が今のところ、債務とかそういう町への貸出し、借入れとかもう全部清算さ

れておりますが、文書でのやり取りで清算しております。その後は、もう全く連絡が今ついてい

ない状況でございます。 

 地元の対応でございますが、入るときにも今の音信不通になった経緯等にも全て、住民全員集

めてということにはなりませんが、自治会長、代表の方には都度都度報告しながら最後にやむを

得ないかなということで、現在の空いている状況になったところでございます。 

 以上、経過の状況報告とさせていただきます。 

○議長（安永 友行君）  ５番、河村由美子議員。 

○議員（５番 河村由美子君）  これ、いわみコンサルティングというのが入っておって、年間契

約料が５５０ぐらい出ていたと思うんですが、それは前回のことですからあれですが。どうも始
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末が悪いということと、今後もこの水道のメーター器をつけてということは、今年度とか近い将

来のこういう企業の誘致とかいう目的とか予定とか可能性についてはいかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  この施設の活用につきましては、財産区分でいきますと普通財産と

いうことになりまして、目的を持っていない財産という区分になりますので、現段階において何

に使うということが決まっているものではございません。ただ、また企業誘致とか可能性がある

んであれば、対応していきたいと思います。 

 ２万６,０００円計上しておりますので、もったいないと言えばもったいないお金かもしれま

せんが、また今度メーターを外して再度工事するということになれば、その分の費用もまたかか

ってまいりますが、どちらが高いかどうか分かりませんけど、水道だけは常に給水できる状態に

しておくべきかなと判断しているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  資料の１４０ページでお聞きをいたします。主な事業内容のとこ

に、建物として林産物展示販売所というのがあります。現在の使用の状況をお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 林産物展示販売所ということで、目的は森林資源の活用と振興及び農林水産物の消費拡大とい

うことであります。 

 まずはこの施設につきましては、サンエムと指定管理契約を結びまして、いわゆる貸館事業と

して第三セクターであるサンエムが対応しているところでございます。 

 令和３年のときまでは、花の販売業者さんが入られておりましたが、これが新型コロナ感染症

拡大の影響で直接というか、それだけではございませんが、事業継続がなかなか困難となったと

いうことで撤退されたところでございます。 

 今、サンエムと協議しておりますのは、吉賀町社会福祉協議会が農産物、加工品とかの販売を

するように今調整しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  資料の１３９ページで観光協会補助金が出ております。３月

１４日の一般質問のときにも津和野街道であったりとか広島の方面の取り組みの情報発信の話も

出ておりましたが、もっと観光協会の仕事をしていただいている方のところへ手足を伸ばして、

吉賀町のアピールをするというようなことを観光協会のほうがもっと積極的に取り組みができる

ような環境づくりといいますか、そういう取り組みにつなげていけないかというふうに思います
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が、その点いかがなんでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  観光協会の一層の支援といいますか活動状況が向上できないかとい

うことでお答えさせていただきます。 

 今、この観光協会につきましては、３年度事業報告書、４年度事業計画を頂きながら町の我々

の部署と一緒に話をしているところでございます。先般も予算要求に当たりまして、観光協会の

関係者と状況を聞いたところでございます。 

 観光協会としましては、やはりお隣の津和野町を引き合いに出しては申し訳ないですが、太皷

谷稲成神社とかＳＬがあるわけではなく、なかなか吉賀町の観光というのはどういう方向がいい

かというのは常々考えていただいております。その中でやはり吉賀町は、最近言われております

関係人口の創出ということで、非常にこれから力を入れていきたいともお話を頂いたところでご

ざいます。 

 ４年度事業の計画の中には、情報発信や今年度行いまして非常に好評でありました花めぐりフ

ォトコンテストなどに併せまして、津和野町、邑南町、廿日市市との連携事業というのもテーマ

としてございます。特に先般も御質問頂きました廿日市市にアンテナショップがございます。そ

のほか、これまで津和野街道のいろいろな事業で関連しているところもございます。 

 過去の話になりますが、津和野街道マラソンという名称だったと思いますが、その事業実施の

際には観光協会が主に調整頂きまして、廿日市の任意団体と調整しながら成功に導いたこともご

ざいます。特に今年度におきましては、そのこともありますので、津和野街道をきっかけとした

アンテナショップを含めた事業をやっていけるように、またいろいろ調整してみたいと思います。 

 全てが全て取り組むことができないというのは、ちょっと人数の関係でも困難と思いますが、

一つ一つ民民の関係を築きながら関係人口、吉賀町のファンづくり、そういうところへ貢献して

いただけたらと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  関連になるか分かりませんが、資料の１３８ページ、継続事業

で官民連携アドバイザリーサービス業務委託料が出ています。継続ですので、これによってどの

ような──何をアドバイスを頂いてどのような効果が今出ているのかというのをお聞きします。 

 それと、今同僚議員への説明にもありましたが、１３９ページの観光振興対策費であります。

先般の一般質問でも少し私の意見述べましたけど、やっぱり交流人口なり関係人口を増やしてい

くために、この観光というのは大変重要なポイントになってくると思います。 

 そこで、やはり今の観光協会に任せておくのではなくて、職員１名ぐらいを配置して、海士町
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でもそうやって桟橋のところに課長が１人で出向して観光に力を入れていましたけど、そういう

取り組みをぜひするべきであろうと思います。これは町長に少し考えを聞いておきたいと思いま

す。 

 それと今、津和野街道の例が出ましたが、やはり今小さい自治体が単独で観光というのはなか

なか難しいといいますか場所も限られますし、メニューとしてもなかなか提供できない。その中

でやはり高津川流域を広域で取り組んで、一つの輪にして人を呼び込んでいく、そういう仕掛け

もぜひ必要と思いますので、町長のお考えを聞いておきたいと思います。 

 正国公園でびっくりしたんですけど、今キャンプ禁止の旗が２基立っていますね。どういう理

由で禁止になったのか分かりませんけど、まさに時代に逆行したことではないかと思います。も

し危険だからとかいろいろな理由があるでしょうけど、やはりここは知恵を出して、一角をオー

トキャンプ場にするとかいろいろな面で活用ささんと、あそこ結構テントを張って家族連れがキ

ャンプしてますよ。来るなというような、その姿勢ではとてもじゃないけど観光なんかできませ

んので、その辺のとこもしっかり考えていただきたいと思います。 

 それと、１４１ページの先ほどの質問にもありましたが「仙人の掌」だと思うんですけど、社

協が利用するということでしたけど、なぜそれだったら指定管理者に社協がならないのか、能力

がないのでしょうか。サンエムが入るメリットをお聞かせください。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  まず、たくさん頂きましたので、ちょっと漏れがあったら申し分な

いです。 

 まず、官民連携アドバイザリーサービス業務委託料ということでございます。これにつきまし

ては、官民連携で事業するというのが読んでそのとおりでございまして、官でできないことで民

ができることを、事業についていろいろ事業者を紹介していただいたり、間に入っていただいた

りするという業務を目的で始めております。 

 ３年度も予算を組んで行っておりますが、３年度についてもいろんな提案とかを行政、我々か

ら出しながら、それで民でできることを取捨選択し、いわゆる募集といいますか、民のほうへ具

体的に登録している会社が手を挙げて、それなら話をしていきましょうよという、そういう仕組

みになっております。 

 ただ、以前は、町長トップセールスと言いまして、じかに講演をしながら行って事業者さんの

前で話をしていたところでございますが、この状況でございますので、この２年間そういうこと

ができておりませんのが実情でございますが、ウェブでは行っております。ただ、なかなかじか

に話すということがございませんので、令和３年度におきましては、実態として今後どうしてい

くか若手職員を集めて官民連携の事例とかいろんなものの研修を行っているとこでございます。 
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 皆さん積極的に参加頂きまして、ちょっと人数が今１０数名と２０数名だったと思いますが、

柿木会場、六日市会場行いまして意見を聞きながら意見交換をしたものでございます。そのとき

にはこちらへスタッフお二人おいでいただきまして、調整をしたところでございます。 

 その成果につきましては、また今後、これまでの先般の一般質問等でございますが、官民でな

いとできないところ、例えば発電事業とかいろんな新エネルギー事業なんかにつきましては、な

かなか官だけでは手が出せないところもあったりするので、そういうところを生かしていけない

かなというところで考えているところでございます。 

 それと、正国公園のキャンプ禁止でございますが、今正国公園というのは通常の公園で考えて

おりまして、キャンプ場としての設定はしておりません。条例におきましても１０時以降は──

ちょっと記憶で申し訳ありません、１０時以降は使用禁止ということになっております。 

 確かにキャンプされている方が何人かいらっしゃいましたが、キャンプする方から見れば非常

にいい場所かもしれませんが、逆に今度は遊ぶ方からとったら公園の中でテントを張って、すご

い威圧といいますか結構上の方とかが泊まっていると、今度は遊具もあったりして遊ぶほうもま

たいろいろ使いにくいというところも声も聞いたりしますので、そこはちょっと調整しながら進

めていきたいと考えております。 

 なかなか全てキャンプ場としてということには、現段階では難しいのかなと思っております。

サッカーする子どもたちがいたり、保育園の子があそこにみんなで遊びに行ったりすることもよ

くよく目にしておりますので、より慎重に考えていきたいと考えております。 

 それと、「仙人の掌」につきましては、サンエムを通すといいますか、もともと今３年目にな

ったと思いますが、観光施設を一括して管理委託、指定管理に出しておりますので、「仙人の掌」

だけを今特別にまた変えるということではなかなかならないのが事実でございます。この点につ

きましては、指定管理の満了が２年後になりますけど、管理者様からいろんな御提案も頂いてお

りますので、より利用効果が高いものを考えていく必要はあろうかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  観光そのものについての考え方ということでお問合せがありました。職

員を１名配置、隠岐諸島の自治体の話もございました。現状では、ああしてどうにか議会の御理

解を頂いて定員適正化計画でも２名増員をして、今回の医療対策のほうに回したいということで

ございまして、まずはそっちを先行させていただきたいという思いでございます。 

 当然観光も重要な部分でございますので、これからまたやっぱりそうした対応は考えていかな

ければならないかと思いますが、今ある資源、今ある人材を活用して、特に観光協会であったり、

近隣の自治体と連携をして観光振興に向けて頑張っていきたいと思います。 
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 特に吉賀町だけでできるものだけではございませんで、益田広域であったり山陽方面で言いま

すと岩国市であったり、それから特に廿日市であったり広島であったりということがありますの

で、少し広い視野を持って考えていきたいなというふうに考えているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ここで、かなり時間がたちましたので、１０分間休憩します。 

午後２時08分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時16分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 商工費及び土木費の質疑中です。引き続き質疑を許します。質疑ありませんか。１１番、庭田

議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  先ほどの課長の答弁に対して質問します。 

 この１３８ページのアドバイザリーサービスなんですが、私は効果なりを質問したんですが、

今、職員さんの研修をされてるということがありましたので、実際には、この事業で特別こうい

う事例があったというようなことはないと解釈してよろしいんですか。 

 それと、１３９ページの、ちょっと質問になるかどうか分かりませんが、キャンプのことです

が、私が見た限りでは、先ほど答弁があったように、遊具があるところとか、こっちの昔、グラ

ウンドゴルフですか、やっとった芝生のとこでテント張って利用しとるという事例は、ちょっと

見たことがありません。下から上がってきたら、上流側の部分に、川沿いに何か所かテントを張

ってキャンプされた方を見たことはありますが、グラウンドに入って、そして、遊具があるとこ

ろでというのは、それは見たことがありません。まあそれはそれとして、やはりそういうせっか

くの公園ですので、そういうニーズがあるわけですよね。芝生で遊びたい人もおるし、キャンプ

をしたい人もおるということなので、私はどっちがこうしろといって質問しとるわけじゃないん

ですよ。そういうニーズがある中で、どうやって人を呼び込む方策を行政が取っていくのかとい

うのを考えたほうがいいんじゃないですかということを質問したわけですので、その辺のとこは

誤解のないようにしていただきたいと思います。あの旗は結構目立ちますよ。だから、規約なり

何なりをきちっとしたものを作って、早く下ろしたほうがいいと思いますよ。答弁は要りません

が、１３８ページの具体的な効果について、あったら教えてください。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  具体的な効果ということで、絶大な効果かどうかいろいろあろうか

と思いますが、事例を紹介させていただきます。 

 まず１点目は、この事業者さん、地方創生テクノロジーラボと申し上げますが、そこと包括連

携協定していく上で、エネルギーのいろんな協議を行って、ちょっとすみません。今、協定書ご
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ざいませんので、エネルギーとかのいろんな協議を行っていくということで、一つは、吉賀電力

というのを立ち上げたところでございます。これは、その包括連携した事業者さんから電気を受

給して販売するという、そういうものでございます。 

 それと、これは事業としてということではございませんが、今のＳＤＧｓやサステナブルな社

会づくりということで、吉賀高校のほうへ繊維業者を紹介して、繊維、服ですね。服とかを製造

する業者さんを紹介した上で、具体的には、ペットボトルを再利用したＴシャツの作成までを、

その事業者さんと吉賀高校とが連携しながら取り組んだという事例が、今、紹介できる事例とし

て具体的に上げているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。１番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  予算書の８９ページですね。一番下のほうに地籍調査事業費とい

うのが計上をされておりますが、こないだの補正予算のときの減額のときにも説明があったかと

思いますが、これ見ますと、昨年よりも８００万円ぐらい少ないし、また、平成３０年から見た

ら約半額ぐらいに減額されとるんですが、吉賀町は県下の中でも地籍調査が遅れているというこ

とで指摘されて、もう何年前からもこの議会でも地籍調査の件で質問が出ておりますが、なぜ平

成３０年から比べたら半額ぐらいになるのか。毎年じり貧で、予算計上が減額になっております

が、その辺のところにつきまして、再度になるかも分かりませんが、理由をお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えします。先般の補正予算のときとまた同じような回答に

なるかもしれませんけども、御容赦いただきたいと思います。 

 金額につきましては、平成３０年度からかなり、まあ半減ぐらいしてるということなんですけ

ども、先般にもお話しましたように、今、地籍調査事業の全体的な予算そのものもですけども、

それぞれ国費が補助として、負担金を充てて事業をやっておりますけども、今まで地籍調査費負

担金という形で、一番メインの事業をやってきたわけですけども、今は、地域の住民の生命・財

産を守る総合的な土砂災害対策の推進とか、地域の生活に密着した市町村道の整備とか、そうい

う社会資本整備に関係するもの、それから、防災・安全に関係するものが優先的に予算をつけら

れておりまして、そういった中で、防災の関係で非常に吉賀町の今、計画をしているところには

そういう該当することがなかなかないというところで従来の地籍調査費負担金が減ってきておる

ことで、全体的な予算が少なくなってるというところです。 

 それと、もう一つは、昨年度の事業からずっと毎年計画的に事業をやっていくんですけども、

それぞれ工程があります。Ａ、Ｂ、Ｃというアルファベットで工程が組んであるんですけども、

基本的には３年かけて地籍調査というのはやるんですけども、例えば、２年目の途中で終わって
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おりますと、それを３年目にやって、その後、県の検査ですので、１年目やって県の検査、２年

目やって県の検査、それで３年目ということになるんですけども、そこが１年ずれてくる。しか

も事業費的には、そこで２年に分かれますから、そこは少なくなるというようなことで、ちょう

ど、何ていいますか、切りのいいところで仕事をしていかんとやれんということがありまして、

令和４年度については減額になっているというところがあります。 

 そういったところで、ちょっと減額が大きいというところです。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  今の課長の説明を聞いておりますと、なかなか今後も地籍調査費

が増額になるというのは厳しいようにも聞こえるんですが、今後の、まあ５年続けてずっと減額

になっておりますが、今後の予想についてどのようなお考えでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  現在、田野原、ここにもありますが、田野原４工区とか田野原

５工区、金山谷とか河津の辺りになるんですけども、ここにつきましては、産業課が以前、山村

協会基本調査というのをやりまして、そこをやったところを優先的にやらなければならないとい

うことで、今、そこに入っておるという状況です。山林ですので、金額的にはかなり単価が高く

なるというところで、途中で工区を切らなければならないという状況があって、少し遅れている

というお話をしました。今後も予算要求としては、町としては、先ほど言った工程でちょうど切

りがいいところで、今よりも増額をするような取り組みをしていきたいとは思いますけども、な

かなか国の状況が全体的に絞ってる、それから、他の島根県内でも既に地籍調査終わっている場

所もあるということですので、遅くから始めたこの吉賀町、なかなかまだ進んでないという状況

であります。 

 それから、どうしても後になればなるほど単価が高くなってくるということで、できる面積に

も限りがあったりというようなこともあって、町としては、今後も増額の要望はしていきたいと

思いますけども、先行きはちょっと不透明なところがございます。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  ９４ページなんですが、土木費のほうで、参考資料の１５１なん

ですが、住宅の実施設計業務委託料、４年度と５年度の２年分を合わせて出されております。そ

れで安くなるんなら、それでいいと思うんですが、その下の工事及び解体工事監理業務委託料、

この解体業務にまで監理が要るんですか。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  １５１ページのところでございますけども、実施設計業務につ

きましては、先ほど御理解をいただいておるようです。Ｒ４年度の施工分というのが、今年度施
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工するものの、場合によっては大きな変更がある場合に、これが必要になってくるということな

ので、これはちょっとまだ、実際使用するかどうかは分かりません。Ｒ５年度分というのは、来

年度の事前に設計するということで、前の年に設計して、翌年度に発注というのが、この委託料

が計上されておる理由です。 

 それで、その下に解体の工事監理業務の委託料があるということですけども、工事の監理業務

と解体の監理業務というのは、両方必要だと考えております。解体につきましても、当初の計画

から、それから、部分部分で非常に、今、産廃の処理については厳しくなっておりまして、その

工程工程でチェックをしながら、専門の建築士さんに監理をしていただくというのが必要になっ

てまいりまして、ですけども、ただ、この６６７万１,０００円の内訳的には、解体は、このう

ちの７０万円ぐらいという金額になっておりまして、その７０万円の範囲の中で３棟１２戸の解

体の監理をしていただくというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  その下の下に３棟１２戸解体撤去工事２,０００万円。これはま

た違うんですか。それで、今までも解体されたとこがあると思うんですが、住宅を。監理つけら

れましたか。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  場所場所によって、この監理をつけたり、つけなかったりとい

うのがどうもあるようです。昨年、単独で中山住宅と、それから、新木部谷住宅につきましては、

これはちょっと職員のほうで監督員という形でずっとチェックをしてたんですけども、なかなか

十分に現場のほうについとるわけにいかないというところもあって、やはり専門的な立場の建築

士さんのほうできちんと監理をしてもらわんと、十分な工程管理ができないというところで、今

年度はつけさせていただいておるという状況です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  解体業者さんも、やはりそういう資格持って、ちゃんと監理され

てるわけですから、無駄なとは言いませんが、やはり今までそういうことができとるのなら、こ

れはやはり、これからはやはり見直すべきじゃないかと思うんですが、解体についての監理は本

当に要るかどうかというのは、しっかり考えてほしいです。 

○議員（４番 桑原 三平君）  関連。 

○議長（安永 友行君）  関連。４番、桑原議員。 

○議員（４番 桑原 三平君）  この建築の設計ですが、今、入札に参加される業者数は、大体何

件、何社ぐらいの設計事務所、そして、地元は何社ぐらいおられるか、詳細が分かりましたら知

らしてください。 
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○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えします。 

 設計管理のほうの業者でございますね。（「はい」と呼ぶ者あり）設計管理につきましては、

昨年の設計管理が、鹿足郡内３社です。郡内の３社で、町内には１社しかありませんので、範囲

を広げて鹿足郡内３社という形でやっております。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  予算書の８９ページの土地対策費の００２地籍調査事業のところ

なんですが、先ほど説明があったんで、大分ちょっと分かるとこがありましたが、続いての

９０ページのところの普通旅費というのがございますが、これは、立会に対しての地権者さんの、

県外等々におられる地権者さんのための旅費という形で考えてよろしいですか。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えをします。 

 この普通旅費は、職員が県庁での協議であったり、それから、年間かなりの回数、法務局のほ

うに伺ったりしますので、そういった旅費でございまして、特に地権者さんの旅費というのはご

ざいません。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  今、継続地区の白谷、田野原工区に関しては、もう立会のほうは

終わっておられて、今、っていう判断でいいのかとは思いますが、この新規の田野原５区ですね。

これに関しては、まだ立会は、新規ということで、立会はされておられないと思うんですが、例

えば、先ほど言いました県外の地権者さん等々おられるのか、おられないのかちょっと分かりま

せんが、そういった補助も率先して出していかないと、なかなか境界立会というのがなかなかで

きないのではないかなと思うんです。昨年の減額がありましたんで、ある程度この田野原５区の

ものができなかった分の部分で、例えば、県外地権者さんですね。県外在住の地権者さんの把握

がある程度できておるのかもしれませんが、その辺どういうふうに考えておられるのか。今後や

っていかれるときに、地権者さんの立会に対して補助をして、率先して調査をするのかどうなの

か、お聞かせください。 

○議長（安永 友行君）  栩木課長。 

○税務住民課長（栩木 昭典君）  お答えします。 

 田野原５区につきましては、新規地区というところで、令和４年度に基準点の設定と、それか

ら一筆地調査、それこそ現地を立会していただいて、くいを打っていくという作業を行います。

議員がおっしゃられるように、県外の方も相当数おるように想定しております。なかなか全てが

全て相続登記もされてなかったりしますので、業務としては、全て相続人を一人ずつ洗いざらい



- 402 - 

にして、その方に対して立会の要請であったりとか、それから、立会できないということになれ

ば、委任状であったりとか、そういったものの提出を求めていきます。個人の財産でございます

ので、そこの立会に対して、全ての方に補助して吉賀町に帰ってきていただいてということがな

かなかできないという状況でございまして、そこのところは、あくまでも個人の財産をこの地籍

調査事業によって境界の確認作業をしていくというところですので、御理解をいただけたらと思

います。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  参考資料の１４９ページで、本蔵木河川工事とあるのですけど、

本蔵木というのは場所がどこか、あと、工事内容をお願いします。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  御説明をさせていただきます。 

 資料１４９ページの本蔵木河川改良工事でございます。この部分につきましては、旧蔵木中学

校の手前を高速道路のほうに向かって入る道がございますね。本蔵木橋といって、河川に架かっ

ております。その河川の下流、一番下の家。すいません。ちょっと私、名前を忘れてしまいまし

て、名前が出てこないんですけども、高速のほうから流れてきます谷、これがございますけれど

も、この影響ではないかということで、家のほうが少し地盤の沈下が見られるということで、犬

走り等にひび割れが入ったりとか、下がったりとかという状況がございます。谷のほうを調べま

したところ、ブロック積みの目地といいましょうか。間が空いているようなところが見受けられ

ますので、この部分に、こちらの言葉で言いますと、めつぎと申しますけども、そこの部分に、

側壁の部分に３０センチぐらいのコンクリートの壁をずっと打ってまいります。そういう作業を

したいということで計上してございますのが、この本蔵木の河川の改良工事ということで計上さ

せていただいているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  予算書９２ページの河川費のことでちょっとお聞きします。単純

なことなんですが、報償金とございますが、これは、民間に委託している草刈り等々のものと考

えてよろしいでしょうか。違えば、内訳というか、内容を教えてください。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  ９２ページの００２河川維持管理費、報償金６６５万５,０００円

でございます。この部分につきましては、島根県と吉賀町で資金を出し合いながら、事業費出し

合いながら、河川浄化事業というのを実施しております。その中では、実際の地区の皆様方が河

川の草刈りをしていただいております。その部分に対する謝礼金といいましょうか、報償金とい
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うことでございまして、今現在６８団体の団体の方が参加をしていただいて、河川浄化に御尽力

をしていただいているという部分で、この報償金は出ていますというものでございます。 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑もないようですので、次に移ります。 

 次の消防費及び教育費、ページの９４から１１９に移ります。質疑を許します。質疑ありませ

んか。１０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  ９５ページの消防団の活動事業費とあります。資料の

１５４ページのほうで、消防団の報酬等が掲げてあります。このことにつきまして、昨年秋ぐら

いから総務省のほうから、消防団の団員数がかなり減っておるということで、もう何十％も減っ

ておるということで、消防団員の報酬を、今、吉賀町は、まあ私は辞めてちょうど１年になりま

すけれども、三千幾らだったと思うんですが、一日１回の出動でですね。国の指針では８,０００円

ぐらいの交付金を出すというような報道がいろいろされておりますが、この予算書を見ますと、

階級のところの年報酬は団長から団員まで出ておりますけれども、検討中ということを掲げてあ

りますが、島根県で吉賀町の団員が充足率が７０％台、その次が、まあ悪いというか、吉賀町が

最低で、その次が大田町というようなことがこの前の新聞に載っておりましたけども、この状態

がどんどん続くと大変なことになるんじゃなかろうかと思いますが、総務省としては、もう今年

度から８,０００円ぐらいのというような指針ですので、これは８,０００円にするか、今

３,０００円のものを５,０００円にするかというのかは分かりませんけれども、そのような検討

中とありますけれども、今年度というか、令和４年度からするようなお考えがあるのかないのか、

その辺のことをお伺いしたいと思いますが。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  議員がおっしゃられるとおり、総務省から確かに消防団員の報酬、

それから、その他にわたっての部分もございますけれども、いわゆる処遇改善について通知が出

てきております。その中の大きいもので言うと、報酬の部分であります。それで、資料にも、参

考資料にも書き込ませていただきましたけれども、令和４年度において、この検討作業を、まあ

実務的には情報収集等はもう既に進めてはおりますけれども、令和４年度において検討を、本格

的な検討をするということを考えております。 

 それで、消防団員も、いわゆる非常勤の特別職という職に当たりますので、一つの必要な手続

きといたしまして、特別職等の報酬審議会、こちらのほうにもお諮りをする必要があるんだろう

というふうに思っております。今回、令和４年度の予算におきましても、報酬審議会の委員報酬

を計上させていただいておりますが、実は、内容的には、こうしたものを見据えての予算計上と
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いうところでございます。実際に、では、検討を開始して、金額を改定するのか。これは基本的

には増額ということになるんだろうと思いますけれども、それをそうした動きになったときに、

これをどのタイミングで進めるのかというところ、ここまでのところには、まだ現段階では至っ

てはおりません。 

 それから、もう一つ。報酬の額を考えるとき、いわゆる近隣自治体の状況も幾らか見ていく必

要があろうかというふうに思っております。お隣の津和野についても、これも吉賀町と同様の動

きを見せておりまして、ここも恐らく令和４年度中の検討というふうになるんだろうと思います。

それから、もう一つ、益田市ですけれども、これも、これは検討は、少し弱めの表現なんですけ

ども、検討はしていくと。ただ、増額に至るかどうかっていうのはという、まあこれは担当レベ

ルの話なんですが、そうした状況です。県内ほかの自治体さんもありますので、それぞれの状況

も参考にさせていただきながら、令和４年度中には一定の結論を導き出したいというような考え

方で今おるところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  ４年度中に近隣のことを聞きながら、いい方向に持っていくと

いうような状況でございます。先ほど私、申しましたように、大変不名誉なことだろうと思いま

す。県下でも最低の充足率というようなことでございます。これをどうして、まあ今の出動時に

その３,０００円が、５,０００円なり８,０００円になったら団員が増えるかというその保証は

ないわけですけれども、何らかの対策をしていかないと、どんどん減少をしていくという状況で

ございますので、最近は、以前、役場の職員が入らないとか何とか、いろいろ苦情も申したこと

があるかと思いますが、最近は、徐々にではありますけれども、入っていただいておるというふ

うに聞いておりますが、企業の団員さんも何とか誘い込む、それから、私も在籍中にＯＢ団員に、

そのことをどうするかというようなことをいろいろ検討をしたことがありますが、実際具体的に

それではどうするかというようなところまでは、まあこういうふうな予算のこととか、待遇面で

すね。その辺どうするかということで、結果的には結論は出なかったわけですが、その辺のこと

も総務課長も中心となって、しっかりと協議をしていただきたいというふうに思いますが、意気

込みなり、ぜひともお聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  議員おっしゃられるとおり、県下においても、いわゆる団員、定員

に対しての充足率という部分でいけば、吉賀町の消防団員数については、これは胸を張って言え

る状況にはないというのは認識をしております。これを少しでも上向かせるように、私も含めて

総務課の担当職員、それから、消防団の皆様方にも当然御協力いただかないといけない部分もあ
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ろうかと思いますので、総体で何とか上向くように努力をしてまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。１番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  １１７ページの一番下に００３の文化財保護費ということで、参

考資料では１７５ページで、主に道面屋敷の保存修理工事というのが１件上がっておりますが、

総務委員会で、町民の皆さんからの要望で、しっかり議員は町内の文化財を見て歩けというよう

な要望がありまして、歩けっちゅうか、歩いてくださいという要望がありまして、総務委員会で、

実は、町内の文化財をほとんど見て歩きました。その中でいろんな、見て歩いて、一件一件要望

をしました。看板の設置とか、あるいは草刈りとか、いろんなことを要望したんですが、この新

規予算では、道面屋敷の分１件しか上がっていないんですが、そのほかにいろいろ、たしか総務

委員長の名前で要望を教育委員会に出したと思うんですが、ほかの分も保存といいましょうか。

そういうことにつきましては予算が取れなかったのかどうかお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。お答えいたします。 

 文化財保護費についてですが、議員おっしゃるとおり、昨年のところで頂いております。その

後、検討をさせていただきました。今回、先ほどありましたように、旧道面家住宅の屋根の雨漏

りがするというところで、これに係る改修の予算を計上させていただいております。 

 そのほかの文化財保護というところでございますが、議員さん方が文化財を見て回られたのと

同様に、文化財審議委員さん方も２年にわたって各文化財をまた見て回られたりしております。

その審議委員さんと担当との協議の中でも、審議委員さん自体も少しこういった保存に対する協

力だとか、そういったこともしていかないといけないだろうというような御意見もいただいてま

す。そういった形での、まあ内容的には草刈りだとか、そういったことになってくるんだろうと

思いますが、そういったところもしていきたいというところです。 

 まだ全体的な保存活動をどういうふうにしようかという具体的なところができてないんですが、

４年度のところで、案内板・説明板の設置のない５か所について、案内板を設置していこうと。

ちょっとこれは僅かな予算なんですが、そういった形で取り組んでいこうというふうにしていま

す。そのほかに、前回御意見いただきました道面家の住宅の案内設備ですが、これは私も行って

拝見しました。太陽光か何かを利用しての設備だったと思います。なかなかこれも改修というの

は難しいというふうに思ってますので、根本的にどういったことをするのがいいのかというのを

検討させていただいて、今考えてますのは、やっぱり今、皆さん、携帯、スマホだとか、そうい

ったものが普及してますので、例えば、町内の文化財施設であったり、まあ企画のほうともちょ

っと相談してみないといけないんですけど、観光施設であったりとか、そういったもののパンフ
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レットにＱＲコードなりをつけて、それを読み取れば、案内が流れてくるだとか、そういったこ

とも検討をしながら、また順次進めていきたいというふうに考えております。 

 今年度は、案内板を５か所設置というところを、今、計画しております。来年度ですね。 

○議長（安永 友行君）  １番、桜下議員。 

○議員（１番 桜下 善博君）  今、次長の説明はよく分かりました。令和４年度の当初予算が今、

始まったばっかりですが、ぜひ来年度は、せっかく総務委員会で視察をして要望書も出しました

ので、新年度は１件だけですが、もう少ししっかり予算を取っていただいて、せっかく町の文化

財産でありますので、整備についてしっかり予算をつけていただいて、保存をするようによろし

くお願いします。要望です。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桑原議員。 

○議員（４番 桑原 三平君）  教育委員会さんのほうへお聞きしますが、今すぐにでも答えられ

ればいいんですが、来年度の新入生、各小学校、中学校の人数とか、それとか、学級編成のこと

とか、そういった資料について、特別支援員が必要なクラスがあるのかどうか、そういったこと

についての資料をいただきたいと思うんですが、すぐにでもできればいいんですが。 

○議長（安永 友行君）  回答できる、次長。資料じゃなくても回答ができるか。 

 ４番議員、資料請求については、議運に諮って、今回明文化はしておりませんけど、今回の議

会については、本会議中の資料請求はしないというのが議運の委員長からお達しがあったと思い

ますので、その辺は御理解ください。ただ、明日ありますんで、回答できるようなら、その日に

回答はさせます。できる。大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。 

 各学校の新入生についてです。これは、今現在のというところで御理解を願いたいと思います。

今現在で蔵木小学校、予定としては、新入生５名、六日市小学校が２２名、朝倉小学校が３名、

七日市小学校が２名、柿木小学校が１１名、計４３名です。それから、中学校のほうは、六日市

中学校が１０名、吉賀中学校が１１名、柿木中学校は７名の計２７名です。 

 小学校全校生徒ですけど、５校で今のところ２２３名ですね。中学校のほうが１２１名という

ふうになろうかというふうに思っております。 

 それから、特別支援学級ですが、これは学校ごとというのでなくて、ちょっとコースごとに申

し上げておこうと思います。小学校５校で学級数は５学級になろうかと、これも今現在というこ

とです。中学校は６学級になるのではないかというふうに今、計画をしているところでございま

す。 

○議長（安永 友行君）  ６番、松蔭議員。 

○議員（６番 松蔭  茂君）  先ほどの１０番議員のちょっと関連ですけど消防団のことですが、
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消防団の報酬が多いかどうか、そこで消防団不足が直るかどうかということでございますけど。 

 私、以前、島根県町村振興協会とか何とかそういうのでヨーロッパへ視察旅行に行かしてもら

ったことがあるんですが、そのときに主に地域を回らせてもらって、ドイツかどっかあそこを回

りよったら消防車があった。どうするのかと言ったら、消防団というのがあると。それで、そこ

で聞いたんですが、消防団は大きなプライドを持っとる。要するに生命、財産を守るんだという

ふうな大きなプライドを持っておる人が消防団をやっておると。それだけじゃなしに、地域の人

が消防団員じゃなきゃ議員とか町長とかになれないんですよというぐらいに大きなプライド持っ

てやったのと、それから地域の方もそういうボランティア精神が崇高なということでやっておら

れた。 

 それで、この予算と直接関係ないか分かりませんが、先ほどありましたように消防団員を募集

するのにプライドを持てるとかそういうふうな形で何か考えておられると思うんですが。ただ、

消防車のいいのを買うて──買うてと言わんか、要するにハード面よりはやっぱりそれを使うて

火を消す。私、約４０年ぐらい消防団いましたが、とにかく行ったら必ず火を消す、随分大きな

火事がありました、それもプライドを持ってやったわけです。ただ、地域の人が、消防団ちゅう

のは酒を飲むばっかりだというような話も出たんですけど、今からやっぱり若い人にはそういう

ふうな形のものを何か、ぜひ考えていただきたいんですが。今、何か急に言うても難しいかも分

かりませんが、そういうふうな考え方を持たれているかどうかちょっと。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  前段の報酬額の件でございます。先ほど私のほうから回答させてい

ただきましたけれども、消防団員の報酬が低いというこういう視点、これも事実ございますが、

一方では、ここ数年来、消防団員にかかる負担というのも一方では増えているという要素、こう

したものが重なりあって、結果として報酬額を上げたらどうかというふうなことが国から発信さ

れてきているという、こういうふうにちょっと説明、補足させていただければと思います。 

 それから、後段の件でございます。これは私が言うあれでもないかなと思うんですけども、消

防団がいろいろな形で集まることがあります。その際にそのときに消防団長の挨拶であったりあ

るいは消防管理者の挨拶、そうしたものがございます。必ずといっていいと思いますけれども、

消防団の団員さんが消防団、その業務に当たるその基本的な考え方を、自分たちの地域は自分た

ちで守るという、そういう志を持って任務に当たるようにという、そうした挨拶を必ず行われて

おるというところでございます。 

 私のようなものがそういうところを言うのはあれなんですけれども、やはり議員がおっしゃら

れるようなところに回答するならば、そうした住民としての意識というんでしょうか、そうした

ところから結果として消防団員になっていただくという、こういう過程が必要、こういうところ
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が大事なのかなというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  参考資料の１７７と１７８で教育委員会にお尋ねします。 

 現地調査で、スポーツ公園に行きましてトイレを探したんですが、管理棟一周回ってとうとう

分からなくて管理人さんに聞いたんですが、やはりもう少し外からでも入りやすい、中のトイレ

が使いやすいような、今大型の発電機がありまして、ちょっと裏側から回っても入りにくかった

んですが、夜暗くなったりとかした場合に、もう少し丁寧な案内ができるように、履き替えて上

がるんじゃなかったかと思うんですが、そのまま上がれたかというのがちょっと確認できていな

いんですが、そういうとこもちゃんと直されたらと思います。 

 それで、１７７ページのこの使用料という欄がありますが、これちょっと真田グラウンドが

５万１,０００円、グラウンドゴルフ場が２３万円、これあれだけ「よしかみらい」に人が来ら

れてと思うんですが、数字もですが、「よしかみらい」が予約がずっと入っていて、地元の子ど

もたちが使おうと思っても予約で使えなく、大野原のグラウンドで練習されているんですが、予

約の取り方、予約でいっぱいで実際手前になってキャンセルになって、この前もそうだったんで

すが、子どもたちは一生懸命グラウンドでやっているのに、田丸に上がると「よしかみらい」は

誰もおらんと。 

 やはりそういう予約の入れ方もしっかり考えて、地元のやはり町内の子どもが優先的に使える

というような方策を立ててもらえないと、皆さんの理解が得られなくなるんじゃないかと。 

 よその高校とかいろんな社会人来られると思うんですが、使用料がこれだとちょっと数字が違

うんじゃないかと思うような数字なんですが、予約で使えないというようなことがないように、

その辺の調整をしっかりされるべきと思うんですが。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。まず、スポーツ公園のトイレのところです。議員

おっしゃるように、後ろのほうから入るのは初めての方であってはちょっと分かりづらいという

ところがあろうかと思います。あそこは感知して照らすライトはついているんですが、とは言い

ましても、下が少し土であったりだとか、おっしゃるように、中に入ると履物を履き替えて今使

用するような使用方法になっております。この辺のところはまた管理者のほうと協議をしてまい

りたいというふうに思います。 

 それから、施設のところの使用のところなんですが、予約がいっぱいでなかなか地元の方が使

用できないというところなんですが、そこの辺のところがどういう方法があるのかというところ、

管理のほうは指定管理者のほうにお願いしておりますので、指定管理者のほうにこういった御意
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見があるということはお伝えして協議していきたいと思うんですが。 

 この表にあります使用料についてですけど、これは収入のほうでなくて支出のほうで──経費

のほうで、ＡＥＤのレンタル料であったりグラウンドゴルフ場は券売機があるんですが、これが

蔵木と大野原２か所にございます。その券売機のリース料というふうに考えてもらったらと思い

ます。そういった関係でグラウンドゴルフ場のがちょっと金額が高くなっているということでご

ざいます。 

○議長（安永 友行君）  ９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  予算書の１０４ページ、小学校管理費のうちの小学校施設整備事

業費、資料で行きますと１６７ページで、全員協議会の説明資料でいきますと２月２５日の

１６ページから２０ページに令和４年度蔵木小学校改修工事の関係で上がっております。 

 この件につきまして、事前に質問のお伝えをさせていただいておりますので、質問の内容から

回答まで一括でお願いをしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  議員の皆さん、ちょっと今の藤升議員の発言の意味が分からなかったか

もしれないので、私のほうからつないでおきます。 

 資料請求は事前に行うということで、回答があったら議員の皆さんにお配りしております。た

だ、質疑の事前通告については、あまり例もありませんけど、ちょっと項目も多いんで皆さんに

とも思いましたが例がありませんので、今藤升議員が言われたように事前通告に沿って大庭教育

次長のほうから、質問内容をかいつまんでしていただいて回答していただくように私もお願いし

てありますので、その中で聞かれたら分かると思います。分からなかったら、また質疑をしてく

ださい。 

 大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。先般９番議員より３月１５日に文書により質疑事

項の通告を受けております。その内容及び回答について申し上げたいと思います。 

 なお、今回の改修は、施設の長寿命化に向けた改修を主な目的としているということ、併せて

学校が要望するその他の改修について、学校と協議の上で優先順位の高いものから可能な範囲で

改修を実施するというものであることを申し上げておきます。 

 まず、１点目の質問ですが、主な工事箇所は１、校舎、２、体育館、３、プール、４、仮設校

舎、５、外構がある。各工事箇所で別々に発注すると仮定した場合の工事費とそのうちの直接工

費は幾らになるかという問いでございます。 

 このことにつきましては、別々に発注するということでの積算をいたしておりませんので、

別々の発注ということでの工事費等については、申し訳ありませんが分からないということでご

ざいます。 
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 ただ、現在積算しております工事費等の部分について概算ということになろうかと思うんです

が、現在まだ予算審議の段階でございますので、概算という大まかな形で御理解願いたいと思う

んですが、申し上げておきます。ちょっと議員がおっしゃるような区分ごとにならないところも

あるんですけど、その辺は御容赦願いたいと思います。 

 これは工事費ということで粗々のところを申し上げたいと思います。 

 まず、校舎部分につきましては約１億２,５００万円。それから体育館、プール、これちょっ

と一緒になっているんですが約６００万円。それから仮設校舎約２,０００万円。それから外構

のほうが約３,３００万円ということです。これに消費税が入ってくるような形になろうかと思

います。あくまでも大まかな数字ということで御理解願いたいと思います。 

 それから、２番目として、旧蔵木中学校の小学校改修後の使用内容はということでございます。

これまでと同様に公民館への貸付けにより当面対応する予定です。 

 この施設の跡利用につきましては、地元と協議して決定するとしております。現在、暫定措置

として５年間、一部制限がありますが、地元の皆さんに利用していただいております。今現在、

今後の利活用の方向性が定まっておりませんので、現在の利用方法へ戻すということになると考

えております。 

 なお、向こう１年のうちに活用の方向性が定まってくれば、この限りではないというふうに考

えているところでございます。 

 ３番目として、旧蔵中を新たな蔵木小学校にできない理由は何かということでございます。こ

のことにつきましては、昨年２月の全員協議会において説明させていただいております。事務を

進めるに当たりまして、まず現在の小学校施設を改修をするのか、または旧蔵木中学校施設を改

修して小学校として活用するのかということについて検討させていただきました。このどちらに

おいてもやはり大規模な改修が必要というふうに考えているところでございますが。 

 昨年２月当時の蔵木小学校は児童数が１９名で、学級数が４学級ございました。令和３年度、

今現在ですが、全校で２０名の３学級でございます。人数は増えているんですが学級数は減った

という状況です。そして来年度は１名増えて２１名の３学級となる予定でございます。その後も

現在の蔵木地域の状況を見ますと、少し児童が増えて推移する予定となっているところでござい

ます。このようなことから、今後複式学級の解消が見込まれています。 

 併せて特別支援学級を設置しなければならなくなった場合だとか、そういったときの教室数の

確保についても考えておかなければならないということで、現在の蔵木小学校施設はもともと

６学年の６学級を設置できるように建設されておりますので、このような場合にも対応できると

いうふうに考えておりますけど。旧蔵木中学校の施設は中学校を前提に建設されておりますので、

学級数が増えた場合には改修が当然必要になってまいりますし、改修するといたしましても構造
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上の問題だとか、必要な学級数が確保できるのかと、そういった問題もございますので、こうい

ったことも含めて検討させていただいて、現在の小学校を改修するという判断に至ったところで

ございます。 

 それから、４番目、蔵木小学校に女子休憩室を設けないのかということでございます。現在の

計画段階においては、女子休憩室ということでの計画はございません。休憩室が設置されること

は望ましいと思われますが、限られた施設の中において学校と協議して計画したものでございま

す。ただし、体調不良など少し休める場所の確保等も必要かと思われます。そういったときには

例えば女子更衣室等にソファだとかあるいは折り畳み式の簡易ベッドだとか、そういったものを

設置する、そういった工夫は必要ではないかというふうに思っております。 

 それから、５番目、駐車場の舗装場所は、屋内運動場及び校舎の出入口近くにしない理由は何

かということでございますが、こちらにつきましても学校との協議により現地を予定しておりま

す。ただし、あの部分に民地に係る可能性がございますので、地権者との協議によって場所の変

更もあり得るというふうに考えております。 

 それから、６番目として、旧蔵木中学校のエアコンの新設、移転の基本的な考え方についてで

す。こちらは普通教室へ設置後、小学校のほうへ移転する予定としております。 

 ７番目、移転に伴う不用品の判断は教育委員会が行うのか、こちらについては軽微なものを除

き、原則教育委員会で確認の上、不要決定することになりますが、設計協議の段階においてはそ

れほど多くのものが予定されていないというふうにお聞きしております。 

 ８番目、小学校校舎の机、本棚等の改修後の移動先の明示は学校が行うのか。利活用すること

になりますので、学校のほうで対応していただくような予定としております。 

 それから、９番目、小学校から出る不要物等は使用可能なものも含まれるかということでござ

います。原則使用可能なものは含まれず、廃棄処分が必要なものを廃棄する考えでございます。

学校が判断して教育委員会で確認の上に処分というような話になろうかというふうに思っており

ます。 

 １０番目、建物の外装、雨どいの掃除は工事費に含まれているのか、です。仮設校舎、これは

旧蔵木中学校のほうですが──の建物の内部については清掃を行います。 

 蔵木小学校施設につきましては、外装の改修及び雨どいは破損部分の取替え改修を行います。

外装につきましては、クラック部分に補強を入れたり、そういったことを施した上で上を塗装し

たりというような全面的なものを行います。ですから掃除というよりは耐久性の向上だとか機能

向上、そういった形のものを予定しているというところでございます。 

 １１番目、建具の不具合部分の修繕は工事費に含まれるのかというところでございます。これ

は設計に当たっての協議の段階で原則使用設計に含まれる建具のみ工事費に含まれます。ただ簡
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易な修繕等は施工の際の協議の上で対応することも可能ではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 １２番目、外壁のクラック等は調査の上、改修となっているが、工事費に含まれているのかと

いうことでございます。外壁の調査につきましては、既に設計段階のところで実施済みとなって

おります。その結果に基づいて工事範囲を特定した上で施工する予定です。 

 １３番目、百葉箱の屋根は直すのかということでございます。こちらにつきましては、学校協

議、現地確認の際、特に問題ないと判断をしたために、今回の工事での修繕の予定はありません。

仮に修繕が生じた場合は、建築ボランティア等活用しての対応は可能ではないかというふうに考

えておるところでございます。 

 １４番目、地区公民館倉庫の移設先と外装等の必要な修繕は工事費に含まれているのかという

ことでございます。資料には移設とありますが、その後の協議により現在の位置に撤去をして新

設ということで、今現在予定しております。 

 １５番目、旧蔵中校舎の防災上主要な間仕切り壁が現在ないため、仮使用時に設置とはどのよ

うなことかと、またどこに設置するのかということでございます。こちらの用途変更に係る県と

の協議の中で、消防法令の関係で必要とされたものでございます。場所は２階の天井裏について、

廊下と２階に図書コーナーがあるんですが、廊下と図書コーナー、そして廊下と教室との境に防

火の垂れ壁を設置する予定としているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ここで１０分間休憩します。 

午後３時27分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時35分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 消防費及び教育費の質疑中でした。引き続き、質疑を行います。質疑はありませんか。（発言

する者あり） 

 ちょっと大庭次長のほうから、先ほどの答弁漏れについての発言申入れがありましたので、こ

れを許します。大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  大変失礼いたしました。複式学級の学校ごとの学級数というところ

での答弁が漏れておりました。 

 まず、蔵木小学校です。１・２年、３・４年、５・６年、それぞれ複式で、３学級となる予定

でございます。朝倉小学校も同様に、１・２年、３・４年、５・６年の３学級です。七日市小学

校につきましては、３・４年、５・６年の２学級が複式になります。それから、柿木小学校につ
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きましては、３・４年の１学級が複式となる予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは、８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  先ほどの関連ですけど、蔵木小学校に医務室というものはあるの

か、それとも保健室で対応するのか、その中で、先ほど出た休憩室なんかが欲しいというような

話だったんだが、休憩室ですか、それを一緒にできるようだったらいいなと思うんじゃが、そう

いうことはまだ先のことですか、ちょっとお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。小学校の改修についてですが、医務室はあるかと

いうことですが、医務室というところでの設置はございませんが、保健室はございます。 

 休憩室のことについてなんですが、今回の改修を前提として、学校のほうでこうしたいという

要望をいただいて、そういった中から、その配置だとか改修箇所、長寿命化に向けた耐久性の向

上の部分は当然なんですが、それ以外の部分、そういったことで決めさせていただいております。 

 限られた施設の中での配置ということになりますので、そういった中で、学校のほうでこうい

った形にしていただきたいというところでの配置を決定しています。 

 休憩室のところなんですが、実は男子更衣室のところが畳が敷いてある部屋でございます。学

校のほうとちょっとお話をしたところ、例えばこれを入れ替えるとか、あとは、先ほど言いまし

た保健室を活用するだとか、または先ほど言いましたように、折り畳み式の簡易ベッド等もござ

いますので、そういったものを活用するだとか、そういった工夫であったりだとか、臨機応変な

対応というのは必要になってくるであろうというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ８番、大庭議員。 

○議員（８番 大庭 澄人君）  いい方向でなったらいいんですけど、ただ、保健室などを造る場

合に、やはりそういったこと、男子生徒と女子生徒を仕分けるカーテンとか、そこら辺のことは

ぜひ考えてほしいと、これは要望ですけど、お願いします。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。１０番、中田議員。 

○議員（１０番 中田  元君）  今の小学校の関連でございますけれども、私は、先ほど次長の

ほうから説明がございましたけど、中学校のほうに移転して、小学校を解体するほうがいいかな

という、自分では思っとったんですが、実際には中学校もかなり改修費かかるというようなお話

でした。 

 私の理由は、今、蔵木中学校の校庭が陸上の公認グラウンドになっとると思うんですが、結局

あそこを今のまんまで置くと、昨年１１月の蔵木から七日市の駅伝の折に久しぶりに中学校のほ
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うに伺ったんですが、まだあまり大草のようにはなかったですが、将来的に公認グラウンドとい

うものが大草になってしまうんじゃないかなというような懸念もしますので、その辺の、今から

公認グラウンドの件につきましても、あれ持っとるということは、県のほうにそういうような公

認料をずっと払っとるのかどうか分かりませんけれども、返上するとか、そのようなことも今か

ら、この前の一般質問じゃございませんけど、結局中体連とか、そういうような部活動がないと

いうことは陸上もないということになって、そういうふうな陸上競技自体がなくなるんじゃない

かと思うんですよ。 

 そうすると、あそこがはしから寂れてしまうということがありますので、今、この改修工事と

直接は関係ないんですけど、小中学校の関連からいくと、今の中学校のグラウンドということも

やはり考えていかなければいけないのじゃないかと考えますが、その辺いかがなものか、お伺い

いたします。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼します。旧蔵木中学校のグラウンドのことです。これ公認を受

けておりました。この公認につきましては、既に数年前に認定期間が切れております。これはそ

のときにたしか報告させていただいたかと思うんですが、この認定を受けるに当たってかなりの

経費がかかってくるというところでございます。その認定を受けるに当たってのどうも基準等々

がちょっと変わってきたようで、陸上種目、いろんな種目がありますけど、例えば棒高跳び、そ

ういったものもできるような設備を整えないと、認定が受けられないということで、それをする

に当たって数千万円の経費がかかってくるというようなこともございました。 

 棒高跳びとかの設備を整えましても、実際にそういった競技をされる方というのが見受けられ

ませんし、そういったことも含めて、総合的に判断をして、認定を受けるのは取りやめたという

経過がございます。 

 それから、あそこの校庭の管理のほうについてですけど、今現在、委託で校庭のほうの管理を

させていただいております。今後施設を含めて、使用方法等々の方向性が定まってきたら、また

改めてその管理の方法だとか、そういったところは考えていかないといけないというふうに思っ

ております。当面は、今の方法での管理というふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。１１番、庭田議員。 

○議員（１１番 庭田 英明君）  また、資料ですが、１７２ページ、交流センターのことです。

ここにハウスマスターとハウスコーディネーターということが出てきますが、役割はどう違いま

すか。 

 そんで、このたび管理人は別にして、ハウスマスターを男女１名ずつと聞いておりますが、こ

の主な事業概要の中で、ハウスマスターではなく、ハウスコーディネーター１名と管理人４名が
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出てきますよね。たしかあそこは調理人さんなんかを含めて７人の運用だったと思うんですが、

この辺の違いを少し説明してください。 

 それと、１７０ページの集落支援員なんですが、１名ということですが、今の集落の、吉賀町

という大変広い地域の実情を知って各集落、いろいろな課題があると思うんですけど、そこの実

情を熟知して、支援していくということを考えれば、１名でこれができるのかということを大変

疑問に思っております。 

 高齢化も、歩いてみられたら分かりますけど、実際独居の方とか、入院や施設に入られて、そ

の家自体が空き家になっとるというようなところが多々あります。これは年々増えております。 

 そこで、この集落支援員というのをもう少し、主事とは別に増やしていかないと、実際この中

心部におったら、中心部もだんだんこの空き家が増えてきよるわけですけど、連担地も。なかな

かその地域の実情が分からない。分からないなりに、行政の独断とは言いませんけど、実際に地

域の実情を把握した上で方向性を決めていき、それに予算をつけていかないと、なかなか頭の中

で考えとるだけでは、物事は進まないと思うわけです。 

 今まで１人だったから、１人でいいというわけではありませんので、だんだん時代は流れてい

きよるわけですので、そこの辺のところをどう考えておられるのかというのをお聞きしておきた

いと思います。 

 それと、もう一点、１７４ページの朝倉公民館や七日市公民館の解体が出ていますが、実際更

地にするのは簡単なことなんですよね。銭かけりゃ、それで更地になるわけですから。 

 しかし、ここの施設を活用できるかという、やっぱり手探りでもええから可能性を追求してい

く、その努力も必要じゃないかと思うんですけど、民間に払い下げるとか、いろいろな方法はあ

ると思いますけど、例えば行政が中に入って、この施設を起業する人と一緒に活用していくとか

というような、教育委員会だけじゃなくて、町長部局ともそういう横の関係を持ちながらやられ

た結果がこの解体なのかということをお聞きしておきます。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、参考資料１７２ページの部分について、最初にお答えを

いたします。 

 この中で、事業目的の欄にハウスマスターという表現が出てまいります。それから、その下の

主な事業概要のところにハウスコーディネーターという表現が出てまいります。非常に紛らわし

い書き方をしていますが、これは同一の人物というふうに捉えてください。 

 これにつきましては、以前はハウスマスターという表現を使っていました。実際に配置した職

員さんについても男性だったというところから、ハウスマスターというスタートを切ったんです

けれども、その後に男性のハウスマスターと、さらに女性も加わる形に増員をかけました。 
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 そこで、今現在はハウスコーディネーターという呼び方で、男性にしろ女性にしろ、そういっ

たことで呼び名としております。大変紛らわしい書き方になっていますが、そのようにお読み取

りをいただければというふうに思います。 

 それから、管理人４名というふうに書いております。センターの管理人については、基本的に

は県が雇用をされておりまして、それは人数で言いますと、全部で５人になります。ここで４名

と書いたのは、実はこれまでの、先日の一般質問の答弁の中にもあったかと思いますけれども、

逐次ミーティングを行っているというふうなお話をさせていただいたと思います。スタッフの中

でですね。 

 そのときに、当然管理人さんにも御出席をいただいてミーティングを行うというケースがあり

ます。その部分については、県の雇用ということ、県のほうはそこまでは見ていただけないので、

その部分については、町の雇用という形でお出かけいただいて、時間にしたら１時間から２時間、

３時間ぐらいのところなんですけれども、その部分は町が雇用をさせていただくという、出てき

ていただいた部分の費用をお支払いするという、こういう雇用関係も有しておりますので、そう

いう意味で、ここに書かせていただいております。 

 それで、もう一つ、管理人が全員で５名おられて、ここには４人という表現をしています。

５人のうち１名の方については、基本的には４人で宿直業務をシフトを組んで回していただいて

いるんですけれども、どうしてもこの日入れないというふうなケースが年間何回かあります。 

 そのときに入っていただく方、そうした方が１名おられまして、その方については県の雇用と

いう格好になっていますけども、これではちょっと読み取れない部分があって大変申し訳ないん

ですけれども、今そういう状況で運営を行っているというところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  大庭教育次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。まず、１７４ページの朝倉公民館、七日市公民館

の解体についてです。 

 現在、両公民館の解体に係る、まず調査業務の委託料と設計委託料を計上しております。今現

在のところでは、朝倉公民館については解体して、更地にというふうに考えているところです。

七日市公民館につきましては、これまで地元と協議を重ねながら、その機能を林業センターへ移

転するということをしてまいりました。 

 そういった協議の中で、現在の公民館施設のところ、これを解体して駐車場にしていただきた

いという御要望とかをいただいておりまして、そういう方向で今検討しているところでございま

す。 

 朝倉公民館につきましては、有効な活用方法があれば、この限りではないんですけど、今のと
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ころその活用方法等は見いだせておりませんので、解体をというふうに考えております。また、

地元のほうとも相談しながらというふうに思っています。 

 それから、集落支援員の話がありました。１７０ページ、統括コーディネーター、集落支援員

というふうに書いております。ここにある集落支援員についてなんですけど、資料の６４ページ

に地域おこし協力隊と集落支援員のこの制度のことが少し触れてあると思います。 

 こちらの集落支援員の制度を活用するというふうな意味合いで捉えていただいたらと思います。

この１名は、現在配置しております統括コーディネーターを指すということになります。 

 今後、公民館を拠点とした地域づくりを進めるに当たって、やはり議員が言われるように、地

域づくりを進めていくに当たっては、それぞれの各地域の課題なりはどういったものか、その優

先順位だとか、それではどのようにそれを解決していくのかと、そういったところがあろうかと

思います。なかなかそう簡単なものではないというふうには思っております。そういった仕組み

づくり等々も必要になってくると思っています。 

 まず、この前の一般質問にもありましたように、教育委員会としては、公民館の体制を整えさ

せていただいて、これまでの協議の中で、地元のほうからは、なかなか担い手がいないんだとか、

そういったお声もお聞きしています。 

 公民館の役割としては、そういった人づくりであったり、担い手づくり、そういったものにも

なってくると思います。こういったところはどこが担うんだと、そういったところも含めて検討

しながら、まずは公民館の体制を整えてさせていただいて進めさせていただきたいというふうに

思っております。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。９番、藤升議員。 

○議員（９番 藤升 正夫君）  ２点ほど、先ほど小学校の件についてたくさん回答していただき

ました。それで質問なんですが、学校の教室の数の話が答弁でありました。今、新しい配置の中

で、旧蔵木中学校の配置のところで学童が入るところがあります。 

 そこについては、例えば今あります蔵小の校舎のほうであるとか、そういうことも可能ではな

いかというふうにも思いますが、それで教室を確保するということは可能なのか、お聞きをしま

す。 

○議長（安永 友行君）  大庭次長。 

○教育次長（大庭 克彦君）  失礼いたします。現在の蔵木中学校の施設について、仮校舎のとき

の放課後児童クラブが入る場所、ここを教室として活用することができるのではないかというと

ころだろうと思います。 

 入り口の問題もあろうかと思いますけど、工夫すれば、教室として活用することは可能ではな

いかと、詳細にちょっと現地で検討はしていませんので分かりませんけど、可能ではないかとい
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うふうにも思います。 

○議長（安永 友行君）  よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、次の項に移ります。 

 公債費及び予備費及び歳入、残り全てです。ページは１１９ページから１２０、それから歳入

については１０ページから３０ページです。以上のところの質疑を行います。質疑はありません

か。２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  歳入のほうの、ちょっと本当細かいところを言って申し訳ないん

ですが、２５ページ、立木売払収入というところで２５万円上げておられます。一般質問でも、

林業のほうのことを質問させていただきましたが、大体１１齢級、５５年生ぐらいの木が多く占

めているというところでありましたが、約ヘクタール当たり、大体５００立米ぐらいの計算にな

るのじゃないかなと、立ち木が今立っている部分で思うんですが、この間も申し上げましたとこ

ろ２５万円ぐらいのことじゃなくて、もっと財政に入れるために、もっと率先して山林整備して、

本来なら標準伐期過ぎておりますので、伐採して植えるというところも考えていいような山にな

っていると思います。その辺しっかり、この木材単価が上がっとるタイミングで活用するべきだ

と思っておるので、ちょっと歳入のほうの見立てが少ないのではないかと思っております。 

○議長（安永 友行君）  堀田産業課長。 

○産業課長（堀田 雅和君）  お答えします。 

 これは、現在、町有林で、森師研修員制度ということで活動しておりまして、先日も一般答弁

で回答ございましたけど、壊れない道づくりをしているところの間伐を市場に出すということで、

立米当たり５,０００円を５０立米ぐらいということで予算計上をしております。 

 当然、今、木材単価が上がっているときなので、町有林の伐採をして売り払ったらどうかとい

う御質問ですけど、すぐに全部切れるというわけではございませんので、川上と川下、今、県は

ウッドコンビナートというようなことで施策をしておりますけど、そういったところと歩調を合

わせながら検討してまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、村上議員。 

○議員（２番 村上 定陽君）  伐採してというのはちょっと極端な表現でありましたが、適正な

管理をしていただくために、もう少し金額を上げて、率先して売るのがいいんじゃないかなとい

うことの御提案のつもりでしたので、その辺また補正組まれても結構だと思います。この歳入の

関係になりますので、その辺しっかりやっていただいたらと思います。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  最後の公債費及び予備費及び歳入の質疑についてはおきますが、今朝ほ

ど全体について、質疑残りがあれば最後に承ると言いましたので、その他ですが、質疑があれば

お受けします。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですが、日程第１、議案第３３号令和４年度吉賀町一般

会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  以上で本日の日程は全部終了しましたので、本日はこれで散会とします。 

午後４時06分散会 

────────────────────────────── 


